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Ｉ 計 画 の 大 綱

１森林計画区の概要

( 1 )自然的背景
紀南森林計画区は、本県の南部に位置し、田辺市、新宮市、白浜町、上富田町、す

さみ町、那智勝浦町、太地町、古座川町、北山村、串本町の２市７町１村により構成
される区域で、その面積は2,383km2、県土面積半分を占める。北西部は芳養川と
南部川の分水嶺（下流側）及び日高川と有田川の分水嶺（上流側）で紀中森林計画区
に、北部は護摩壇山(1,372m)から安堵山(1,184m)、先丈山(1,027m)、果無山脈
を経て甲ケ森(987m)へと連なる山系で奈良県に、北東部は熊野川で三重県と接し、
西部から南部を経て東部にかけては紀伊水道、熊野灘に面している。
地形は、一般に平坦地が乏しく、海岸線は丘陵地形であり、大部分が山地地形であ

る。山地は谷密度が高く、起伏量の多い急峻な地形を呈している。河川は果無山脈を
水源とする富田川が西南に蛇行しながら紀伊水道に注ぎ、同じく果無山脈を水源とす
る日置川、大塔山を水源とする古座川、奈良県の大台ヶ原山系を水源とする熊野川と
いった主要河川及び太間川、周参見川、太田川、那智川等の中小河川がいすれも蛇行
しながら熊野灘に注いでいる。また、護摩壇山を水源とする日置川の上流域から中流
域までが含まれている。
地質は、太平洋側地層（外帯）の四万十帯に属し、本県のほぼ中央を横断する御坊

・萩構造線（虎ヶ峰、千丈山、樫尾森山、甲ヶ森付近を通る）の北側は日高川帯（中
生層）に属し、南側は牟婁帯（古第三紀層）に属する。日高川帯は摺曲軸がほぼ東西
に平走し、東西方向の帯状構造で、基岩は主に砂岩と泥岩の互層からなってる。牟婁
帯は本宮断層（三星山、悪四郎山、高尾山、本宮、宮井付近を通る）によって更に北
側の印南帯と南側の牟婁主帯とに分けられる。牟婁帯の多くは摺曲が数多く繰り返さ
れ、その方向も一定せず反転している部分も多く、平坦な構造をもつところでは岩質
も安定しているが、構造が複雑になると著しく破砕される。基岩は、印南帯では主に
砂岩と泥岩の互層からなり、牟婁主帯では主に砂岩、泥岩、砂岩と泥岩の互層からな
る。串本町から那智勝浦町にかけての海岸部から北山村に向けて熊野帯が細長く円弧
状に広がり、田辺湾沿岸及び富田川下流域とともに新第三紀層が分布し、その構造は
比較的安定しており、基岩は礫岩、砂岩、泥岩優勢の地帯に区分される。浦神湾から
古座川下流部及び小川流域にかけての一部、潮岬及び大島、新宮市周辺には火成岩が
見られ、基岩は主として斑れい岩類及び石英斑岩、黒雲母花崗斑岩、過晶質黒雲母流
紋岩等の斑岩類で、特に斑岩類は熊野酸性岩類と称されている。また、富田川、会津
川、芳養川、日置川、太間川、古座川、太田川の下流平坦部には沖積層が分布する。
森林土壌は、ほどんどが褐色森林土壌によって占められ、海岸沿いの丘陵地帯上部

に残種性未熟度土、大塔山系の一部にポドゾル、潮岬、果無山脈及び新宮市高田の一
部に黒ボク土、熊野灘沿岸及び大雲取山系山麓の一部に赤黄色土がそれぞれ小面積で
分布している。
気候は、紀伊水道や熊野灘を流れる黒潮の影響を受けて温暖で、冬季は乾燥し、夏

期は降水量が多い南海型の気候である。平成２４年の観測で、年平均気温は龍神の１
２．８℃から白浜、潮岬の１７．０℃と温暖で、年降水量は、本計画区西部では白浜
の2 , 1 9 7mm、潮岬の3 , 0 5 4mmと比較的多く、東部山間部の西川で4 , 3 1 6
ｍと最も多くなっている。積雪は奥地山岳地を除いてほとんどない。

- １ -



( 2 )社会・経済的背景
平成２４年における本計画区域内の土地利用の現況は森林２１１,０４０ha(89%)、

農地６，１４０（3%)、その他２１,３８７ha(9%)となっている。人口は平成２２年国
勢鯛査によると総数１９５,０１８人で、県全体の１９%を占めている。人口動態は、
平成１７年と平成２２年の国勢調査を比較すると、全体で５．２％の減少となってお
り、ほとんどの市町村で減少傾向にある。
産業別就業人口は平成２２年国勢調査によると総数８５，４９１人で、うち第１次

産業は９％、第２次産業は１７％、第３次産業は７２％を占める。工業は古くから木
材の集菰地として栄えた田辺市及び新宮市を中心に木材関連産業や食品製造業等の地
場産業が主である。第３次産業では、紀南の海岸美、熊野に関わる歴史的資産、温泉
等の観光資源に恵まれ、観光産業が盛んで地域経済に占める割合は大きい。

地域経済圏としては、田辺経済圏と新宮経済圏とに分けられるが、両経済圏ともに
工業生産よりも商業活動が盛んである。農業は梅の山地を形成している田辺市周辺を
除くと狭い耕地面叡を反映してあまり盛んではなく、農業生産額は県全体の１３％に
すぎない。また、水産業は串本町、那智勝浦町、太地町を中心に盛んで水産業生産額
は県全体の５４％を占める。

(3 )森林計画区の概要
本計画区の森林面稠は21 1 , 0 4 0 h aで、森林率は89%と県森林率77%を上

回っている。
森 林 面 額 の 内 訳 は 民 有 林 1 9 9 , 0 8 3 h a 、 国 有 林 1 1 , 9 5 7 h a で 民 有 林 が

森林面糊の９４％とほとんどを占めている。地域森林計画対象民有林は、１９８，８
52haで、うち人工林63%、天然林36%となっており、県人工林率60%を上回
っている。蓄秘をみると、人工林は４６，２４８千m$(367m:'/ha)、天然林は11,
３２３千m:'(160m:'/ha)である。人工林の樹種別面積割合は、スギ40%、ヒノキ５
８％である。天然林は広葉樹が９０％と大半を占めている。人工林の齢級櫛成割合を
みると、利用可能な８齢級以上の林分が８９％を占めている。
経営面での実態を見ると、地域森林計画対象民有林のうち、公有林３％、団体有林

１％、個人有林９６％となっている。私有林の経営規模別実態では、5ha未満の所有
者は７８％を占め、１所有者当たりの平均面穣は８．3haである。また、私有林の不
在村者の所有森林面積割合は４８％と高い。
森林の施業については、過去５年間で主伐により５３０千m3の立木が伐採され、そ

のほとんどが計画区域内の木材共販所へ出荷されている。間伐は実繍調べで１９，２
37ha実施されている。本計画区内の製材工場数は52工場で、国産材135千m3，
外材１５千m:jの素材を入荷し、製品87千m3を出荷している。

本計画区内の森林は、木材生産のほか水源かん蕊、山地災害防止等の公益的機能を
有しており、県民生活の安定と向上に重要な役割を果たしてきたが、今後一層の機能
の発揮が期待され、また、保健・教育・文化的な場としての機能の発揮が益々要謂さ
れることが予想される。

- ２ -



前計画の実行結果の概要及びその評価２

本計画区には、スギ・ヒノキを中心とした豊富な森林資源があるにも関わらず、急
峻な地形や木材価格の低迷により林業収益性が悪化し、結果として伐採立木材積につ
いては、計画総数の２，２６５千m矧に対し６８％に当たる１，５３７千m3と計画を下
回っている状況である。
要因の一つとしては、間伐材の利用を推進するため、切捨間伐の施業体系から、搬

出間伐を重視した施業体系にシフトしたことで、伐捨間伐が減少し、伐採立木材積が
減少したものと考えられる。

人工造林及び天然更新に係る実行状況については、計画総数の3,295haに対し
３２％に当たる1,062haと低位な状況である。
これは、主伐をしても造林費用が捻出できないことで、高齢級の林分で主伐を行う

傾向が強く、伐採立木材積に比べ面積が計画を下回っているものと考えられる。
また、造林を行ってもシカ等の獣害による更新の問題などにより、主伐が進まなか

ったことも要因の一つである。
今後は、低コストで造林が行える技術と獣害対策を確立することで、主伐と人工造

林の促進を図ることが必要である。

林道の開設又は拡張に係る実行状況については、開設計画30kmに対し57%に当
たる17kmであり、林道予算の縮減等による影響により計画を下回っている。

しかし、急峻な地形条件に対応した作業道等の重要性が高まっており、作業道によ
る基轤整備は着実に増加している。

保安施設の整備及び治山事業に関する実行状況については、森林の有する公益的機
能、特に水源酒養機能への期待の高まりを受けた保安林の指定が計画の2 ,000ha
に対し１２３％に当たる2,462haの実行で計画量を達している状況である。
また、治山事業の実施状況については、計画総数７１地区に対し１８２％に当たる

１２９地区の実行と高位な状況である。
これは、近年の集中豪雨による災害の発生と、特に平成２３年９月に紀伊半島を襲

った台風１２号による豪雨災害の迅速な復旧によるものである。

要整備森林の森林施業の区分別面積の実施状況については、計画の40haに対し５
３％に当たる21haと計画を下回っている。
これは、平成２３年９月に紀伊半島を襲った台風１２号による災害により、施業地

への進入路が被災し、施業実施が行えなくなったことによるものである。

林地の異動については、古くから梅の栽培が盛んな地域であるが、平地が少なく森
林を樹園地に転換する異動が多く見られる。

また、高速道路が南進し森林を道路用地として利用する異動も多くなっている。
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計画樹立に当たっての基本的な考え方３

森林は、木材等林産物を供給する経済機能はもとより、水源の酒養、県土の保全
及び保健文化等の公益的機能の発揮を通じて、地域住民の生活と深く結びついている。
更に、近年森林が生物多様性の保全に寄与し、地球環境の保全に資する二酸化炭素の
吸収・固定源として重要な役割を果たしていることについての認識が深まりつつある
なかで、森林に対する県民の要請は、益々多様化、かつ高度化してきており、森林の
担う役割はより一層重要なものとなってきている。

このような中で、本県の森林資源は年々充実してきており利用に向けた適期を迎え
ている。これらの森林資源を有効に活用しながら森林の持つ多面的機能を発揮するた
め、間伐等による適正な森林整備の推進を一層図る必要がある。

このとき、全ての森林には多種多様な動植物や土壌生物が生息・生育しており、そ
れらの生態系の保全に配慮した施業を通じて多様な林齢の森林を造成すること等が生
物多様性の保全につながることに十分注意する必要がある。
本計画区は、富田川、日置川、古座川、熊野川の上流部を中心とする奥地森林地帯

とその他海岸沿いの里山森林地帯に分類される。大部分を占める奥地森林地帯は、本
県の林業の中心であり、傾斜等の自然的条件、事業量のまとまり等地域の実情に応じ
た効率的な施業の実施に努めるものとする。このため、林道等の路網の整備状況を踏
まえ、高性能林業機械と架線系集材機を使い分け、低コストで高効率な作業システム
の整備を推進し、その普及及び定着を図るとともに、コンテナ苗の活用等による造林
・保育の低コスト化の推進を図る°
また、地域林業の中心的な担い手である森林組合の育成強化、林業後継者の育成確

保等を推進し、流域林業の発展と森林の公益的機能の維持増進を図る。
クヌギ・コナラ類や備長炭の原木となるウバメガシ等の天然林が生育する森林地帯

については、天然更新を推進し、都市化の進んだ里山森林地帯については、奥地森林
地帯に準じた林業施業を展開するものとするが、林業生産面よりむしろ公益的機能の
充実に重点をおき、県土の保全や、保健・文化・教育的な利用を図る°

なお、本計画区には、世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」があり、その周辺部の
森林整備にあたっては、景観の保全等保健文化機能に配慮するものとするとともに国
土利用計画ども整合を保ちつつ本計画の推進に向け、流域管理システムや市町村森林
整備計画及び森林経営計画の効率的な実行に努める。
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Ⅱ 計 画 事 項

計画の対象とする森林の区域第１

地域森林計画の対象とする森林の区域は次のとおりである。

( 単 位 面 積 : h a )

注１計画の対象とする森林の区域は、森林計画図において表示する区域内の民
有林とする。

２本計画の対象森林は、森林法第10条の２第１項に基づく林地の開発行為
の許可制、同第１０条の７の２第１項に基づく森林の土地の所有者となった
旨の届出制及び同第10条の８第１項に基づく伐採及び伐採後の造林の届出
制の対象となる。

３森林計画図は和歌山県庁及び西牟婁振興局、東牟婁振興局に備え付け閲覧
に供する。
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区 分 面 積 備 考

総 数 1９８，８５２

市

町

村

別

内

訳

田辺市

新宮市

白浜町
上富田町

すさみ町

那智勝浦町

太地町

古座川町

北山村
串本町

８３，５４５

２１，３６５

１６,０９９

３，６４７

１５,０５６

1６,０３６

3３３

２７，３２１

４，０９２

1１，３５８



第２森林の整備及び保全に関する基本的な事項

１森林の整術及び保全の目標その他森林の整備及び保全に関する基本的な事項

（１）森林の整備及び保全の目標
森林の整備及び保全に当たっては、森林の有する多面的機能を総合的かつ高度に発

揮させるため、重視すべき機能に応じた適正な森林施業の実施や森林の保全の確保に
より健全な森林資源の維持造成を推進することとする。具体的には、まず木材生産機
能の高い地域においては、森林資源の充実を図ることとする。また、本計画区は地形
急峻で降雨壁も比較的多く、豪雨による災害が過去幾度か発生していることから、山
地災害防止機能を重視した取り扱いが必要である。さらに、本計画区の、富田川、熊
野川等の上流の森林は、生活、農業、工業用水の水源であり、水源酒養機能に配慮し
た取り扱いが必要である。加えて、本計画区には、田辺市、新宮市や、白浜町、那智
勝浦町など観光拠点と人口集中地が存在し、その周辺の森林では生活環境保全機能を
発揮させる必要がある。また本計画区には、吉野熊野国立公園、高野龍神国定公園、
田辺南部海岸県立自然公園、大塔日置川県立自然公園、熊野枯木灘海岸県立自然公園
の５公園や、世界遺産の熊野古道などがあり、これら周辺の森林については自然環境
の保全とともに保健休養機能の維持増進に努める必要がある。
以上のことなどを勘案して、森林の有する木材等生産、水源酒養、山地災害防止／

土壌保全、快適環境形成、保健・文化及び生物多様性保全の各機能ごとに、その機能
発揮の上から望ましい森林資源の姿は次のとおりである。

木材等生産機能．．…林木の育成に適した森林土壌を有し、適正な密度を保ち、形
質の良好な樹木からなる成長量の高い森林であって、林道等
の生産基盤が適切に整備され、効率的な森林施業が可能な森
林とする。

水源酒養機能・・・・・・･下層植生とともに根系の発達が良好であり、水を蓄える隙間
に富んだ浸透・保水能力が高い土壌を有する森林であって、
必要に応じて浸透を促進するような施設等が整備されている
森林とする。

山地災害防止機能･･･根茎が深く、かつ広く発達している森林で、落葉層を保持し
／土壌保全機能適度の陽光が入ることによって、下層植生の発達が良好な森

林であって、必要に応じて土砂の流出・崩壊を防止する施設
等が整備されている森林とする。

快適環境形成機能・・・大気の浄化、風や騒音等の遮蔽能力が高く、かつ諸害に対す
る抵抗力があり葉量の多い樹種によって栂成されるなど快適
な生活環境を保全する森林とする。
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保健・レクリエー・・・海岸・渓谷等と一体となって優れた自然美を構成する森林、
ション機能、文化自然とのふれあいの場として住民等に憩いや学びを提供して
機能・生物多様性いる森林であって、必要に応じて保健・レクリエーション・
保 全 機 能 教 育 的 活 動 に 適 し た 施 設 が 整 備 さ れて い る 森 林 と す る 。

史跡・名勝等と一体となって潤いのある自然景観や歴史的風
を構成している森林であって、必要に応じて風致のための施
設が整備されている森林とする。
原生的な森林生態系を保持し、学術的に賀重な動植物の生息、
生育に適している森林とする。

森林の整備及び保全の基本方針
森林・林業の振興、山村の発展及び県民の福祉の向上のため、森林の有する多面的

機能が総合的かつ高度に発揮されるよう、育成単層林、育成複層林、天然生林の適切
な整備や森林の保全の確保により健全な森林資源の維持造成を図る°具体的には育成
単層林における保育・間伐の積極的な推進、広葉樹林化、針広混交林化を含め、人為
と天然力を適切に組み合わせた多様性に富む育成複層林の整備、天然生林の適確な保
全・管理等に加え、保安林制度の適切な運用、スギ等の花粉発生の抑制対策の推進等
により、立地条件に応じた森林資源の整備及び保全を図ることとする。
また、効率的な森林施業、適正な管理経営に欠くことのできない林内路網の整備に

当たっては、林地及び自然環境の保全に配慮しつつ積極的に整備することとする。
さらに、森林の有する各機能の充実と機能間の調整を図り、多面的機能を総合的か

つ高度に発揮させるため、森林の構成、森林の有する機能、林道の整備状況、社会的
要請等を総合的に勘案し、市町村森林整備計画において、それぞれの森林の有する機
能に応じて、（１）で掲げる機能の維持増進を図るべき森林に区分することとする。
これらの区分ごとに望ましい森林資源の姿に誘導していくための森林の整備及び保全
の基本的な考え方等は以下のとおりである。

①木材等生産機能
森林施業の推進に当たっては、効率的かつ安定的な木材資源の供給を基本とし、

施業の集団化や機械化を通じた効率的な整備により、木材等生産機能を維持増進さ
せる必要のある森林について、木材需要の動向、地域の森林構成等を考慮のうえ、
良質な木材を計画的かつ持続的に生産できる森林に誘導するための森林整備及び保
全を推進することとする。

②水源酒養機能
森林施業の推進に当たっては、高齢級の森林への誘導を推進することを基本とし、

伐採にともなう裸地化の縮小、分散化や天然力の活用により、水源潤養の機能を維
持増進させる必要のある森林について、浸透・保水能力の高い森林土壌の維持及び
根系、下層植生の良好な発達が確保され、林木の生長が旺盛な森林などに誘導する
ための森林整備及び保全を推進することとする。

③山地災害防止機能／土壌保全機能
森林施業の推進に当たっては、高齢級の森林への誘導を基本とし、長伐期施業や

複層林施業を推進するとともに、伐採にともなう裸地化の縮小、分散や天然力の活
用により、山地災害防止や土壌保全の機能を維持増進させる必要のある森林につい
て、根系、下層植生の良好な発達が確保され、林木の生長が旺盛な森林などに誘導

(2)
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するための森林整備及び保全を推進することとする。

④快適環境形成機能
森林施業の推進に当たっては、地域の快適な生活環境の保全・創出を基本と、長

伐期施業や複層林施業の推進により、快適環境形成の機能を維持増進させる必要の
ある森林について、多様な樹種・林層からなる森林、葉麓の多い樹種で構成され、
諸被害に対する有効性・抵抗性の高い活力ある森林に誘導するための森林整備及び
保全を自然的条件及び社会的条件に応じて推進することとする。

⑤保健・レクリエーション機能、文化機能・生物多様性保全機能
森林施業の推進に当たっては、憩いと学びの場の提供や美的景観の維持・形成、

多様な生物の生育・生息の場の保全を基本とし、長伐期施業や複層林施業の推進に
より、保健・レクリエーション機能、文化機能・生物多様性保全機能を維持増進さ
せる必要のある森林について、多様な樹種・林層からなる森林、クヌギ・コナラ類
や備長炭の原木となるウバメガシ等の郷土樹種を主体とする森林、原生的な自然環
境を保持し、貴重な動植物の生息・生育している森林などに鱗導するための森林整
備及び保全を自然的条件及び社会的条件に応じて推進することとする。

計画期間において到達し、かつ、保持すべき森林資源の状態等
森林の有する諸機能の発揮に対する要請、森林の櫛成等を考慮のうえ、多様な森林

の整備及び保全を計画的に推進する。
計画期間において到達し、かつ保持すべき森林資源の状態等を施業区分別に以下の

とおり定める。

(3)

① 育成単層林
森林を櫛成する林木を皆伐により伐採し､単一の樹冠厨を栂成する森林とし人為

により成立させ維持させる森林。
②育成複層林

森林を櫛成する林木を択伐等により伐採し、複数の樹冠層を構成する森林として
人為により成立させ維持される森林。

③ 天 然 生 林
主として天然力を活用することにより成立させ維持させる森林。未立木地、竹等

を含む。

( 単 位 面 積 : h a )

その他必要な事項
な し

２
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区 分 現 況 計 画 期 末

面

積

育成単層林

育成複層林

天然生林

1２５，６８９

1，５４８

６９，６９４

1２５,１５１

2，４４８

6９，６９４

森林蓄積(m:'/ha) 2９２ 3１２



第３森林の整備に関する事項

１森林の立木竹の伐採に関する事項
主伐は、更新を伴う伐採であり、その方法については、皆伐又は択伐によるものとす

る。
主伐に当たっては、森林に対する社会的要請、施業制限の状況及び木材の生産動向等

を勘案して、森林の有する公益的機能の発揮や森林生産力の維持増進に配慮することと
する。

立木の伐採（主伐）の標準的な方法に関する指針
立木の伐採（主伐）の標準的な方法は、立木の伐採（主伐）を行う際の規範として

市町村森林整備計画において定められるものとする。
主伐時期については、多様な木材需要に対応できるよう、地域の森林構成等を踏ま

え、生産目標に応じた林齢で伐採するものとする。
なお、人工林の主伐は、樹種ごとの生産目標に対応する直径（期待径級）に達した

時期に行うものとし、次表を目安として定める。

(1)

注１主伐時期の目安とする林齢は、大径材にあっては地位級が
２、その他の地位級あっては３の地域を基準とする。

２期待径級：胸高に相当する直径

伐採により発生する枝条等の処理については、降雨による流出及び後継樹等への生
育障害等を防止するため、適切に処理を行うものとする。

また、伐採後の適確な更新を確保するため、あらかじめ適切な更新方法を定め、そ
の方法を勘案して伐採を行うこととする。特に、伐採後の更新を天然更新とする場合
には、天然稚樹の生育状況、母樹の保存、種子の結実等に配慮する。なお、条件が劣
悪なため、更新を確保するため伐採の方法を特定する必要がある森林における伐採の
方法については、択伐等適確な更新に配慮したものとする。

① 皆 伐
皆伐については、主伐のうち択伐以外のものとする。
皆伐にあたっては、自然的条件及び公益的機能の確保の観点から、１箇所あたり

の伐採面額の規模及び伐採箇所の分散化に配慮するものとする。
林地の保全、落石・寒風害等の各種被害の防止及び風致の維持等のため必要があ

- ９ -

樹 種 標 池 的 な 施 業 体 系
生産目標 仕立方法 期待径級

主伐時期の目安

スギ
柱材

大径材

中庸仕立
密 仕 立
中庸仕立
密 仕 立

２２cm
２２cm
３２cm
３0cm

40年生
40年生
80年生
80年生

ヒノキ
柱材

大径材

中廠仕立
密 仕 立
中庸仕立
密 仕 立

２0cm
２1cm
２９cm
２７cm

45年生
50年生
80年生
80年生

マ ツ 一般材 中庸仕立 ２1cm 45年生



る場合、また、伐採跡地の連続性を回避する必要がある場合は、幅20mの森林を
保護樹帯として残置するものとする。
特に、転石等の堆積地で伐採により崩壊の危険性が高まる森林においては、塊状

の保護樹帯を設置することとする。
また、尾根筋や谷筋に生育している立木については、生物多様性の保全をはじめ

とする多面的機能の維持増進を図るため保残を図ることとする。

② 択 伐
択伐については、主伐のうち、伐採区域の森林を構成する立木の一部を伐採する

方法であって、単木・帯状または樹群を単位として、伐採区域全体では概ね均等な
割合で行うものとし、材積に係る伐採率を３０％以下（伐採後の造林が人工造林に
よる場合にあっては４０％以下）とするものとする。
択伐にあたっては、森林の有する多面的機能の維持増進が図られる適正な林分構

造に誘導されるよう一定の立木材積を維持するものとし、適切な繰り返し期間及び
伐採率により効率的な施業の実施を行うこととする。

ｌ

(2 )立木の標準伐期齢に関する指針
立木の標準伐期齢は、地域を通じた標準的な立木の伐採（主伐）の時期に関する指

標、制限林の伐採規制等に用いられるものである。具体的には、市町村の区域に生育
する主要樹種ごとに、次表に示す林齢を基礎として平均成長量が最大となる林齢を基
準に、森林の有する公益的機能、平均伐採齢及び森林の構成を勘案して定めるものと
すること。
なお、標準伐期齢は、地域を通じた標準的な立木の伐採（主伐）の時期に関する指

標として市町村森林整備計画で定められるものであるが、標準伐期齢に達した森林の
伐採を促すためのものではない。

(単位林齢：年生）

注海布丸太等特殊材生産に係るものには適用しない。

( 3 ) その他必要な事項
な し

- １ ０ -

地 域 樹 種
スギ ヒノキ マ ツ クヌギ その畑鯏 その魎鯏

計画地域全域 3５ 4０ ３５ 1５ 50 2０



２造林に関する事項

（１）人工造林に関す人工造林に関する指針
市町村森林整備計画の策定に当たっては、次の事項を指針として、市町村内の気候、

地形、土壌等の自然的条件、森林資源の構成、森林に対する社会的要請、施業制限の
有無、木材の利用状況等を勘案して造林に関する事項を定めるものとする。

ア人工造林の対象樹種に関する指針
人工造林をすべき樹種は適地適木を旨として、木材の利用状況及び地域における

造林種苗の需給動向等を勘案して定めるものとすること。
この場合、人工造林すべき樹種を定めるに当たっては、地域の自然的条件とそれ

ぞれの樹種の特質、既往の施業体系、施業技術の動向等を勘案し、健全な森林の成
立が見込まれる樹種を定めるものとし、その際、多様な森林の整備を図る観点から、
このような考え方に当てはまる範囲内で、広葉樹や郷土樹種を含め幅広い樹種の選
定が行われるよう留意することとする。

また、次表に示す標準的な樹種以外の樹種を植栽しようとする場合は、林業普及
指導員又は市町村の林務担当部局とも相談の上、適切な樹種が選定されるよう留意
するとともに、あらかじめそのような樹種を植栽すべき森林の区域が特定できる場
合には、当該区域に限って適用すべき旨を明らかにした上で樹種を定めるものとす
る。
なお、造林樹種は、造林を行う際の樹種選択の規範として市町村森林整備計画に

おいて定められるものとする。

イ人工造林の標準的な方法に関する指針

①人工造林の植栽本数
主要樹種の植栽本数については、次表の植栽本数を基礎として、既往の植栽本

数及び施業体系を勘案して、それぞれの地域の実情に照らしてふさわしい多様な
施業体系や生産目標を想定した、仕立ての方法別に定めるものとすること。

また、複層林化や混交林化を図る場合の樹下植栽について、それぞれの地域に
おいて定着している複層林や混交林化に係る施業体系がある場合は、それを踏ま
えつつ、次表の植栽本数のうち「疎仕立て」に相当する本数に下層木以外の立木
の伐採率（材積による率）を乗じた本数以上を植栽することとする。
なお、標準的な植栽本数の範囲を超えて植栽しようとする場合は、林業普及指

導員又は市町村の林務担当部局とも相談の上、適切な植栽本数を判断することと
するとともに、あらかじめそのような植栽本数を適用すべき森林の区域が特定で
きる場合には、当該区域に限って適用すべき旨を明らかにした上で植栽本数を定
めるものとする。

- 1 1 -

標 準 的 な 樹 種

スギ、ヒノキ、アカマツ、クロマツ、クヌギ、コナラ、ケヤキ、コウヤマキ



注（）番きの植栽本数については、単木的な処理等による効果的
な獣害防止対策が実施され、成林することが見込まれる場合に適
用できる。

②人工造林の標準的な方法
・地栫えの方法
伐採木及び枝条等が植栽の支障とならないように整理することとし、気象害や

林地の保全に配慮する観点からも等高線に沿った筋腫とするなどの点に留意する
ものとすること。
・植栽時期及び植付け方法
気候その他の立地条件及び既往の植付け方法を勘案して植付け方法を定めると

ともに、適期に植え付けるものとすること。

ウ伐採跡地の人工造林をすべき期間に関する指針

① 皆 伐
森林資源の積極的な造成を図るとともに、林地の荒廃を防止するため、第３の

２の（３）で定める植栽によらなければ適確な更新が困難な森林に指定されている
森林等の伐採跡地については、当該伐採が終了した日を含む年度の翌年度の初日
から起算して２年以内に植栽するものとする。

② 択 伐
択伐による伐採に係るものについては、林冠の再閉鎖を見込むことができない

ものについては、当該伐採が終了した日を含む年度の翌年度の初日から起算して
５年以内に更新を図ることとする。ただし、ぽう芽更新が期待できる場合は、こ
の限りでない。

(2 )天然更新に関する指針
天然更新については、気候、地形、土壌条件等の自然的条件、種子を供給する母樹

の存在や天然稚樹の育成状況、周囲の森林の状況等からみて、主として天然力の活用
により適砿な更新が図られる森林において行われるものとする。
また、期間内に更新が見込まれない森林については、天然更新補助作業等を行い、

確実な更新を図るものとする。
なお、天然更新補助作業等を実施しても更新が期待できない森林については、植栽

により更新を確保するものとする。
ア天然更新の対象樹種に関する指針

- 1 2 -

樹 種 仕立て方法 植栽本数（本 / h a ) 備 考

スギ
疎 仕 立
中廠仕立
密 仕 立

２,０００(1,500)～3,000
４,０００
６,０００

ヒノキ
疎 仕 立
中庸仕立
密 仕 立

2,000(1,500)～3,000
４,０００
６,０００

:蓼等 Ｉ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ３,０００～４,５００



天然更新対象樹種は、和歌山県内に自生する樹木であり、将来その林分において
高木・小高木となりえる樹種とすること。

また、主な樹種は次のとおりとし、天然更新を行う際の樹種選択の規範として市
町村森林整備計画において定められるものとする。

イ天然更新の標準的な方法に関する指針

①天然更新すべき立木の本数
期待成立本数は１ヘクタール当たり１０，０００本とし、天然更新すべき立木

の本数は、稚樹高50cm以上の更新樹種が、期待成立本数に対して10分の３を
乗じた本数以上が成立している状態とすること。

②天然更新補助作業の標準的な方法
天然下種更新については、気候その他の立地条件を勘案して、適期にかき起こ

しを行うことを定めるものとすること。
ササや粗腐植の堆積等により更新が阻害されている箇所では、末木枝条類の除

去あるいはかき起こしを行うこと。
また、発生した稚樹の生育促進するための刈り出しを行うほか、更新の不十分

な箇所には植え込みを行うことを定めるものとすること。
萌芽更新については、萌芽の優劣が明らかになる頃に、萌芽整理を行うことを

定めるものとすること。
なお、天然更新の標準的な方法は、天然更新を行う際の規範として市町村森林

整備計画において定められるものとする。

③天然更新の完了確認方法
天然更新の完了確認については、森林法第１０条の８及び第１５条に基づく届

出を受理した者は、その届出の天然更新の方法に基づき適確な更新が図られてい
るかを現地で確認するものとする。
また、更新すべき立木の本数に満たず天然更新が困難であると判断される場合

にあっては、天然更新補助作業又は人工造林を行い、確実な更新を図るものとす
る。
なお、天然更新の完了を確認する方法の詳細については、「和歌山県天然更新

完了基箪瞥」（平成２５年９月２５日付け林第４５５号林業振興課長通知）によ
るものとする。

ウ伐採跡地の天然更新をすべき期間に関する指針
林地の荒廃を早期に防止するため、伐採が終了した日を含む年度の翌年度の初日

から起算して５年を経過する日までに適確な更新を確保するものとする。

- １ ３ -

対 象 樹 種

マツ類、カシ類、ナラ類、シデ類、カエデ類、ニレ類、ブナ類、シイ類、
サクラ類等の高木性又は小高木性の樹種

うち萌芽更新
カシ類、ナラ類、シデ類、カエデ類、ニレ類、ブナ類、
シイ類、サクラ類等の高木性又は小高木性の樹種



ＦＩＦ

’
Ｉ

(3 )植栽によらなければ適確な更新が困難な森林に関する指針
種子を供給する母樹が存在しない森林や天然稚樹の生育が期待できない森林等であ

って、主に天然力によっては更新が期待できない森林について”個々にその森林を植
栽によらなければ適確な更新が困難な森林として市町村森林整備計画において定めら
れるものとする。

(4) その他必要な事項
な；し

Ｉ

’

’

’
１

１

- １ ４ - ’



３間伐及び保育に関する事項

(1)間伐を実施すべき標翠的な林齢及び間伐の標準的な方法に関する指針
森林の立木の生育の促進並びに林分の健全化及び利用価値の向上を図るため、次表

に示す内容を基礎とし、地域における既往の間伐の方法を勘案して、林木の競合状態
等に応じた間伐の開始時期、繰り返し期間、間伐率、間伐木の選定方法その他必要な
事項を定めるものとすること。また、森林の状況に応じて、高性能林業機械の活用に
適した伐採方法等、効率的な施業の実施を図ることとすること。
伐採により発生する枝条等の処理については、降雨による流出の防止等の観点から、

等高線に沿って整理する等の処理を適切に行うものとすること。
なお、間伐を実施すべき標準的な林齢及び間伐の標準的な方法は、間伐を行う際の

規範として市町村森林整備計画において定められるものとする。

平均的な地位における間伐の標準的な方法を示している。
h a当たり4 , 0 0 0本植栽を標準としている。

１

２
注

( 2 )保育の標準的な方法に関する指針
森林の立木の生育の促進及び林分の健全化を図るため、次表に示す内容を基礎とし、

既往における保育の方法を勘案して、時期、回数、作業方法その他必要な事項を定め
るものとすること。
なお、保育の標準的な方法は、森林の保育作業を行う際の規範として市町村森林整

備計画において定められるものとする。

市町村内の間伐又は保育が適正に実施されていない森林であってこれらを早急に実
施する必要のあるものについては、実施すべき間伐又は保育の方法及び時期について
具体的に定め、額極的に推進を図るものとする。

(3 )その他必要な事項
な し

ウ

- １ ５ -

樹 種 生産目標
間 伐 時 期 （ 年 ）

初 回 ２回目 ３回目 ４回目

間伐率及び
間伐の方法

スギ

ヒノキ

柱材生産
大径材生産
柱材生産
大径材生産

1２

１１

1９

1６

1８

1６

２４

２０

2６

2４

3３

2８

4０
ー

3８

原則として人工林
林分収種予想表を
利用

保育の
種 類

樹種
実 施 年 齢 ・ 回 数

1年 ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ 1０ 1２ 1４ 1６ 1８ 2０

下刈り
スギ
ヒノキ

1回

1回

１

１

１

１

１

１

１

１ １

１

１

除伐
スギ

ヒノキ

1～２

1～２

枝打ち １ １ ２ １ １



４公益的機能別施業森林等の整備に関する事項

市町村森林整備計画の策定に当たっては、次の事項を指針として、森林の有する機能
別の森林の所在、森林資源の構成、森林に対する社会的要請等を勘案して公益的機能別
施業森林の整備に関する事項を定めるものとする。

公益的機能別施業森林の区域の基準及び当該区域における森林施業の方法に関する
指針

ア区域の設定の基準に関する指針
公益的機能別施業森林は、第２の１（２）に記載した「水源酒養機能」、「山地災

害防止／土壌保全機能」、「快適環境形成機能」、「保健・レクリエーション機能、
文化機能・生物多様性保全機能」を有する森林となり、それぞれ、水源の酒養の機
能、土地に関する災害の防止及び土壌の保全の機能、快適な環境の形成の機能、保
健文化機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林とする。
また、区域内において上記機能が重複する場合には、それぞれの機能の発揮に支

障がないように配慮することとする。

(1)

イ森林施業の方法に関する指針

①水源の酒養の機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林
当該機能の維持増進を図るための森林施業の方法については、高齢級の森林へ

の誘導を推進し、伐期の間隔の拡大とともに皆伐に伴って発生する裸地化の縮小
．分散化を基本とする森林施業や、天然生林等の的確な保全・管理を推進するこ
ととする。
具体的には、更新時に林床が裸地化する面積及び期間を縮小するため、森林の

面的広がりやモザイク的配置に留意し、１箇所当たりの伐採面積の縮小、伐採箇
所の分散を図ることとする。

②土地に関する災害の防止及び土壌の保全の機能の維持増進を図るための森林施
業を推進すべき森林、快適な環境の形成の機能の維持増進を図るための森林施業
を推進すべき森林、保健文化機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき
森林

当該機能の発揮が特に求められる森林については、常に一定以上の蓄積を維持
する択伐による複層林施業を行うこととし、それ以外の森林については、択伐以
外の方法による複層林施業を行うこととする。また、林地の安定化を目的とした
未立木地等への植栽を推進するほか、複層状態の森林への誘導の際には、立地条
件や国民のニーズ等に応じ、広葉樹導入による針広混交林化を考慮する。

なお、適切な伐区の形状・配圃等により、伐採後の林分において、当該機能の
確保が可能な場合にあっては、伐採年齢を標準伐期齢の２倍程度まで延ばす長伐
期施業とすること。この場合、更新時に林床が裸地化する面積及び期間を縮小す
るため、森林の面的広がりやモザイク的配置に留意し、１箇所当たりの伐採面積
の縮小、伐採箇所の分散、伐採年齢の長期化を図ることとする。

また、保健文化機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林のうち、
地域独自の景観等の維持機能の発揮が特に求められる森林については、風致の優
れた森林の維持又は造成のために特定の樹種の広葉樹を育成する森林施業を推進
することとする。
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(2 )木材の生産機能の維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林の区域の基準及
び当該区域における森林施業の方法に関する指針

ア区域の設定の基準
第２の１（２）に記載した「木材等生産機能」を有する森林が、木材の生産機能の

維持増進を図るための森林施業を推進すべき森林となり、気候、地形、土壌等の自
然的条件、森林の資源状況、林道等の路網整備状況等地域の実情や、森林の一体性
等も踏まえ、区域を設定するものとすること。

また、区域内において（１）の公益的機能別施業森林の機能と重複する場合には、
それぞれの機能の発揮に支障がないように配慮することとする。

森林施業の方法に関する指針
伐採、造林、間伐及び保育等の施業方法については、第３で定める森林の立木竹

の伐採に関する事項、造林に関する事項及び間伐及び保育に関する基本的事項によ
ることとし、森林資源の保続及び効率的な森林整備を推進する観点から、森林施業
の集約化と、主伐後の伐採跡地にはスギ・ヒノキ等を主体とした木材生産に適した
樹種を再造林するよう努めるものとすること。

なお、大径材の生産を目標とする場合にあっては、長伐期施業によることとし、
原則として、主伐の時期は標準伐期齢の２倍の林齢以上の時期とすることとする。

また、林木の生長による過密化に伴う林内相対照度の低下を防止し、下層植生を
適正に維持するため、一定の蓄菰を維持できるような生長量相当分を適切に間伐す

イ

るものとすること。

その他必要な事項(3)
な し
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５林道等の開設その他林産物の搬出に関する事項

(1)林道等の開設及び改良に関する基本的な考え方
林道等の開設については、森林の適正な整備及び保全、効率的かつ安定的な森林経

営の確立、また山村の生活環境の整備などに向けて、森林へのアクセスの骨格となる
林道及び森林施業の効率的な実施に必要な林道等について、計画的な整備を促進する。

○基幹道路の現状 ( H 2 5 . 4 . 1 現 在）

(2)効率的な森林施業を推進するための路網密度の水準及び作業システムの基本的な考
え方
路網と高性能林業機械や架線系集材機械を組み合わせた低コストで効率的な作業シ

ステムの確立を図るため、次表に示す内容を基礎とし、地形、地質、傾斜等の自然条
件、森林資源のまとまり等地域の特性等を勘案して、作業システム、路網密度その他
必要な事項を定めるものとすること。
なお、路網密度の水準及び作業システムの基本的な考え方は、効率的な森林施業を

行う際の規範として市町村森林整備計画において定められるものとする。

(3)路網整備と併せて効率的な森林施業を推進する区域（路網整備等推進区域）の基本
的な考え方
路網整備と併せて効率的な森林施業を推進する区域については、木材の搬出を伴う

間伐の実施や多様な森林への誘導等、森林施業の効果的かつ効率的な実施や将来持続
的に森林経営が行われる区域とすることとする。
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区分 路線数 延長(km)
基 幹 路 網

うち林業専用道
３０１路線

ー

9 2 3 k m

区 分 作業システム 路 網 密 度 ( m / h a )
基幹路網

緩傾斜地
（０。～１５･）

車 両 系
作業システム １００m以上 20m以上

中傾斜地
(１５。～３０｡)

車 両 系
作業システム
架 線 系

作業システム

75m以上

25m以上

20m以上

10m以上

急傾斜地
（３０。～３５・）

車 両 系
作業システム
架 線 系

作業システム

60m以上

15m以上

20m以上

１0m以上
急峻地

（３５。～）
架 線 系

作業システム 10m以上 10m以上



( 4 )路網の規格・構造についての基本的な考え方
路網の規格・構造については、国及び県で定める基準及び指針等に基づき開設する

とともに、生産目標や施業体系に基づく地域の作業システムを勘案して定めるものと
すること。
特に、路面水等の流末処理については、分散させるとともに適切な処理を行い、山

地災害の未然防止に努めるものとすること。
また、地形、地質、傾斜等の自然条件等地域の特性に応じて、環境負荷の低減に配

慮した規格・構造とすることとする。

(5)更新を確保するため林産物の搬出方法を特定する森林の所在及びその搬出方法
該当なし

その他必要な事項
事業実施にあたっては、地形、地質、資源状況等の条件を考慮のうえ、効率的な位

置及び線形等とするとともに、林道の開設及び拡張後の維持管理について適切に実施

(6)

することとする。
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’
６委託を受けて行う森林の施業又は経営の実施、森林施業の共同化その他森林施業の合
理化に関する事項

委託を受けて行う森林の施業又は経営の実施、森林施業の共同化その他森林施業の合
理化に関する事項の実施に当たっては、県、森林管理局、森林管理署、市町村、森林組
合、林業経営者、素材生産・造林事業体、木材加工・流通事業体等を構成員とする、流
域林業活性化協議会を通じて、生産・流通・加工に係る関係者の合意形成及び国有林・
民有林の緊密な連携を図りつつ、以下のとおり計画的かつ総合的に推進する。

(1)森林の経営の受委託等による森林の経営規模の拡大に関する方針及び森林施業の共
同化に関する方針
本計画区の森林の所有形態は、５ha未満の森林所有者が７８%を占めるなど、そ

の保有形態は極めて小規模・零細であり、計画的な森林施業の実行確保が困難である。
このため森林経営の計画化・合理化を促進し、適正な森林施業の実行確保を図るた

め、特に小規模林家や不在村森林所有者を対象に、意欲と実行力のある森林組合や林
業事業体が中心となり、森林の経営の受委託等の働きかけを行い、森林の経営規模の
拡大と施業の集約化を推進し、森林経営の改善を図るとともに、市町村、森林組合、
林業普及指導員等を通じて、森林所有者等の協同による施業の確実な実施に努める。

なお、森林の経営の受託等を担う森林組合については、広域連携の促進や林業事業
体等との連携による態勢強化に努める。

また、施業の集約化に必要となる県で有する森林簿等の情報については、県で認定
した事業体（和歌山県森林資源情報利活用認定事業体）に対して提供と助言を行うと
ともに精度の向上に努める。
森林所有者、NPO及びその他団体等が共同して行う森林施業を推進するため、施

業実施協定の締結を促進するものとする。

(2)林業に従事する者の養成及び確保に関する方針
新規林業就業者の技能・技術習得のための研修はもとより、地域林業の中核的な担

い手として森林組合を育成するため、長期的な経営計画のもとに合併等による自己資
本の強化と執行体制の充実を図るものとする。また、労働力の安定的な確保を図るた
め「わかやま林業労働力確保支援センター」との連携のもと、雇用管理の改善及び経
営の合理化を促進し、安定的な経営を行い得る事業体の育成に努め、更に林業に就業
する者の定着を図るため、農山村地域における定住環境の整備や所得の向上を図り、
UJIターン者をはじめ、林業就業に意欲を有する若者達が新規参入しやすい体制を
確立するものとする。

Ｉ

(3)作業システムの高度化に資する林業機械の導入の促進に関する方針

①高性能機械の導入
傾斜等地形条件、路網等の整備状況、施業体系等も地域の特性に応じて、森林施

業を効果的かつ効率的に実施するため、路網と高性能林業機械を組み合わせた低コ
スト・高効率な作業システムの実現を目指す。また、機械化の推進による労働環境
の改善と青年の林業労務への参入を促進し、林業および山村地域社会の活性化を図
るものとする。
林業機械の導入に当たっては、路網の整備状況が生産性に大きな影響を及ぼすこ

とから林道・林業専用道・森林作業道を適切に組み合わせ、効率的な森林施業のた
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めの路網整備の重点化を図ることとする。同時に、現地の作業条件に応じた作業シ
ステムを効率的に展開できる技術者の養成に努めるとともに、機械の稼働コストを
低減するた.め、森林経営の受委託の促進による森林経営の規模拡大を図り、共同化
・協業化を推進するなどして一年を通して安定した事業鑓を確保するものとする。
また林業改善資金等の制度融資も澗極的に啓発する。

②機械作業システムの目標
地形、作業規模等地域の特性に応じた指向すべき機械作業システムの目標は次の

とおりとする。

(4)林産物の利用の促進のための施設の整備に関する方針

①木材流通体制の整備
流域を単位として計画的な木材生産を推進し、低コスト林業．集約化施業の推進

等により出材ロットの拡大を図る･また、木材の安定供給と増産を促進するため、
種みおろし回数の削減や「せり売り」によらない販売方式の導入等、流通経費の削
減による素材販売収益の向上を図るとともに、素材生産業者の組織化や民有林．国
有林が一体となった安定供給システムの確立を目指す。

②木材加工の合理化
地域の実情に応じ、森林所有者、森林組合を中心とした川上組織と製材所、木材

協同組合等の川下組織とが連携した木材の安定的取引関係の確立を図る°
また、需要者のニーズに即した品質や性能が明確で市場ニーズに柔軟に対応する

ため、得意分野をもつ中小製材企業のグループ化による加工分業体制の栂築、含水
率や強度等の性能表示、JAS認定工場の取得促進等、体制整備を図るものとする。

③生産・流通・加工を通じた関係者の合意形成
民有林及び国有林を通じ、また川上から川下まで一体となって合理的な木材の生

産．流通システムの確立を図るため、流域活性化協議会を活用するなど、地域材の
産地化形成の推進等について地域の関係者の合意形成に努めるものとする。

また、森林組合等事業体で組織する木材安定供給協議会が、製材所等の原木供給
要謂に対応するとともに、原木の出荷量の調整などを図るために一元的に傭報の収
集・発信を行うこととする。

(5 )その他必要な事項
な し
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区 分 機械作業システム 主 要 機 械

緩斜地・作業規模小 高性能多機能系 ハーベスタ

傾斜地・作業規模大 高性能大型架線系
チェンソー→タワーヤーダ→
プ ロ セ ッ サ 又 は
チェンソー→典材機→プロセッサ

傾斜地・作業規模小 簡易小型架線系 チェンソー→スイングヤーダ→
プロセッサタイプ



第４森林の保全に関する事項

１森林の土地の保全に関する事項
（１）土地の形質の変更に当たって留意すべき事項

本計画区の地形は、全般的に谷密度が大きく、雨水の集中流下ずる箇所が多い。
特に奥地山間部は起伏麓が大きく、かつ、急傾斜地が多いので降水による土砂の

流出や崩壊が生じやすい。降水逓は本計画区中央部の大塔山を中心に4,000mm以
上の区域があり、同心円状に降水量が減少し、少ない地域でも2,000mmを超える。

このような地形、気象等の自然的諸条件下にあっては、土地の形質の変更には細心
の注意が必要であり、土石の切取り、盛土等に当たっては法面勾配の安定を図るとと
もに崩壊を起こさないよう必要に応じ法面保護のための緑化工、土留工等の施設を設
置するものとする。

また、水の適切な処理のための排水施設は、放水断面を十分にとり水質悪化のおそ
れがある場合には沈砂池又は遊水池を設けるとともに、下流の諸施設に影響を与えな
いよう安全堅固なものとする必要がある。
土地の形質の変更にあたっては、変更の態様、自然的、社会的諸条件、実施すべき

施業の内容等勘案して、実施地区の選定を十分検討し緑地の保存に留意した土地の保
全が図られるよう適正な諸措置を講ずるものとする。

(2)樹根及び表土の保全その他森林の土地の保全に特に留意すべき森林の地区

( 単 位 面 積 : h a )

注森林の箇所別明細は森林簿による。
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森林の所在

市町村 区域
面積 留意すべき事項 備 考

市

町

村

別

内

訳

田辺市

新宮市

白浜町

上富田町

すさみ町

那智勝浦町

太地町

古座川町

北山村

串本町

計

7５，７８０

1４，４０３

9，１８３

1，７６３

7，４６３

1２，９７０

5９

2０,９１９

4,０２３

4,４３１

1５０，９９４

森林の施業及び土地
の形質の変更に当た
って水資源のかん養
、土砂の流失、崩壊
防止に留意すること



Ｉ

(3)森林の土地の保全のため林産物の搬出方法を特定する必要のある森林及びその搬出方法

( 単 位 面 積 : h a )

その他必要な事項(4)
な し
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区分 森林の所在 面 積 搬出方法

総数

市
町
村

該 当 な し



Ｉ

’
２保安施設に関する事項

（１）保安林の整備に関する方針
森林の有する水源の掴養、災害の防止、生活環境の保全・形成等の機能を発揮させ

る必要のある森林については、保安林に指定するとともに、その森林の保全と適切な
管理を推進することとする。

１

(2 )保安施設地区に関する方針
森林の有する公益的機能を高度に発揮させる必要のある森林については、保安林に

指定し、適切に保全・管理する予定であるため、保安施設地区の指定は行わないこと
とする。

歪

( 3 )治山事業に関する方針
山地に起因する災害の防止や水源地域の機能強化のため、緊急かつ計画的な実施を

必要とする荒廃地等を対象として、植栽、本数調整伐等の保安林の整備や渓間工、山
腹工等の治山施設を計画的に整備することとする。

なお、整備にあたっては、各種機能を損なうことのないよう、地形、地質等の自然
条件等地域の特性に応じて、現地発生材の積極的な活用等、環境負荷の低減に配慮し
た構造とすることとする。

(4 )特定保安林の整備に関する事項
要整備森林は、特定保安林の区域内に存在し、樹冠疎密度、樹種、林木の生育状況、

下層植生の状況等からみて機能の発揮が低位な状態にあると認められる森林で、気象、
標高、地形、土壌等の自然条件林道等の整備状況、指定施業要件の内容、当該地方の
林業技術水準からみて森林所有者等に造林等の施業を実施させることが相当であり、
かつ、これにより、早期に機能の回復・増進が図られると見込まれるものを対象森林
とするものとする。

( 5 ) その他必要な事項
な し

- ２ ４ -



Ｉ

３森林の保護等に関する事項

（１）森林病害虫等の被害対策の方針
森林の持つ多面的機能を阻害する、マツノマダラカミキリ、スギノアカネトラカミ

キリ、カシノナガキクイムシ等の森林病虫害を防止・軽減するために試験研究機関と
連携を保ちながら、地域の林業普及指導員の指導のもとに積極的に防除を行うととも
に、被害木の有効活用について研究・開発等を進め、被害森林の再生を図る。
昭和３３年頃より猛威を振るった松枯れ被害は、薬剤散布や伐倒駆除等の防除事業

により拡大防止に努めた結果、昭和５４年をピークに、５７年頃から鎮静化に向かい
被害量は減少した。しかしながら、今なお被害が見られることから適確な防除と健全
な松林の整備に努める。スギ、ヒノキの材質を悪化させるスギノアカネトラカミキリ
等の被害を防止するため、間伐・枝打ち等の適正な施業を実施するよう啓発普及に努
める。平成１１年から紀伊半島南部を中心として被害が発生したカシノナガキクイム
シによるカシ類の集団枯損被害については、近年被害が増加傾向にあり、今後の動向
を注視しながら、蔓延防止等の今後の対応策を検討していくこととする。

(2)鳥獣による森林被害対策の方針
特に近年、植栽直後に被害が発生しているシカ、ノウサギ、カモシカ等の獣害を防

止・軽減するために、防護施設の設置等、地域の林業普及指導員の指導のもとに積極
的に防除し、森林資源の保続を行うものとする。また、市町村や試験研究機関と連携
し、効率的な防除方法の研究を行うこととする。

(3 )林野火災の予防の方針
林野火災は毎年発生し、貴重な森林資源を焼失している。
森林利用の多様化に伴い、森林火災の増加が懸念されるので、防火標識等の設置や

市町村と連携した広報車による地域住民への普及啓発等を行い、山火事の未然防止に
努める。

また、森林病害虫の駆除等のための火入れを実施する場合においては、市町村森林
整備計画に定める留意事項に従うこととすること。

(4 )その他必要な事項
凍害・干害・風害・水害等の気象被害や、森林レクリエーション等の林内入込み者

の増加とともに立木の損傷や植物の採掘などの被害も発生している。これらの被害を
未然に防止するため、森林所有者等による森林保全巡視等を適時適切に実施するよう
努めること。
また、間伐の未実施による森林の荒廃を防止するため、所有者に対し適正な施業の

普及啓発を行うとともに、森林組合を核とした森林経営の受委託の促進、森林施業の
集約化、管理の推進を図る。

なお、森林を対象とする開発行為については、国土利用計画県計画と整合を保ちつ
つ、林地の適正な利用を確保するとともに、その開発に当たっては、林業に支障を及
ぼさないよう配慮し、災害の防止と自然環境の保全に留意することにより、秩序ある
開発によって県土の有効利用を図る°

- ２ ５ -



｜
｜
’ 第５保健機能森林の区域の基準その他保健機能森林の整備に関する事項

保健機能森林は森林の有する保健機能を高度に発揮させるため、森林の施業及び公
衆の利用に供する施設の整備の一体的な推進により森林の保健機能の増進を図るべき
森林である。市町村森林整備計画の策定に当たっては、次の事項を指針として、森林
資源の構成、周辺における森林レクリエーションの動向等を勘案して、森林の保健機
能の増進を図ることが適当と認められる場合について、保健機能森林の整備に関する
事項を定めるものとする。

(1)保健機能森林の区域の基準
保健機能森林は、湖沼、渓谷等と一体となって優れた自然美を構成している森林等

保健機能の高い森林のうち、自然環境の保全に配慮しつつ、その森林の存する地域の
実情、その森林の利用者の意向等からみて、森林の保健機能の増進を図るため整備す
ることが適当であり、かつ、その森林施業の担い手が存在するとともに、森林保健施
設の整備が行われる見込みのある森林について設定することとする。

(2 )その他保健機能森林の整備に関する事項

ア保健機能森林の区域内の森林における施業の方法に関する指針
保健機能森林の施業については、森林の保健機能の増進を図るとともに、施設の

設置に伴う森林の有する水源酒養、国土保全等の機能の低下を補完するため、自然
環境の保全及び森林の有する諸機能の保全に配慮しつつ、択伐施業、広葉樹育成施
業等多様な施業を積極的に実施するものとすること。
また、利用者が快適に散策等を行えるよう適度な林内照度を維持するため、間伐、

除伐等の保育を積極的に行うものとすること。

イ保健機能森林の区域内における森林保健施設の整備に関する指針
施設の整備に当たっては、自然環境の保全、国土の保全及び文化財の保護に配慮

しつつ、地域の実情、利用者の意向等を踏まえて多様な施設の整備を行うものとす
・ること。

また、対象森林を構成する立木の期待平均樹高（その立木が標準伐期齢に達した
ときに期待される樹高（既に標準伐期齢に達している立木にあってはその樹高））
を定めるものとすること。

’

ウその他必要な事項
なし

- ２ ６ -



第６計画量等

間伐立木材積その他の伐採立木材額１

(単位材積：千m3 )

注計画量については、全国森林計画の計画遼を基に算出した。

間伐面積２

( 単 位 面 菰 : h a )

注計画量については、全国森林計画の計画量を基に算出した。

人工造林及び天然更新別の造林面積３

( 単 位 面 積 : h a )

注計画量については、全国森林計画の計画量を基に算出した。

- ２ ７ -

区 分
総 数

総数 針葉樹 広葉樹

主 伐

総数 針葉樹 広葉樹

間 伐

総数 針葉樹 広葉樹

総 数

うち前半
５ 年 分

4,926

1，９９６

４，８７６

1，９７１

5０

2５

1,８２６

7７１

1，７７６

7４６

５0

２５

３，１００

1，２２５

3,１００

１,２２５

０

０

区 分 間伐面積

総 数

うち前半５年分

４５，０００

１８,０００

区 分 人工造林 天然更新

総 数

うち前半５年分

4,７１４

２，０４６

１,３５９

6４７



林道の開設又は拡張に関する計画４

( 単 位 延 長 ： 、 面積 ｈ

- ２ ８ -

開
設
／
拡
張

種類 区分 位 置
(市町村）

路線名
延 長
及 び
箇所数

利 用
区 域
面 澗

うち
前半
５年分

図

号

対

番

備

考

開設 自動車道 田辺市 栗栖川内井川 6,０００ 1９０ ２

〃 〃 〃 湯川川 ２，１００ 4６０ ３

〃 〃 〃 西ノ谷 3，５００ 2４０ ４

〃 〃 〃 虎ケ峰坂泰 1０，９００ 2，０５３ ○ ５

〃 〃 〃 鴨折支 3,000 ３１０ ６

〃 〃 〃 深瀬谷 ２，０００ 1９０ ７

〃 〃 〃 下ノ川支 2，０００ １１０ ８

〃 〃 〃 潮見白久野 3,０００ 300 ９

〃 〃 〃 中石 2，０００ １６０ 10

〃 〃 〃 槙山 １,５００ 7０ １１

〃 〃 〃 栃郷 2,５００ 8０ 1２

〃 〃 〃 黒嶽 ２，０００ 1９０ 1３

〃 〃 〃 焼尾 ５,０００ 1９0 1４

〃 〃 〃 政城 1．０００ 1，３１８ ○ 1５

〃 〃 〃 虎ケ峰 1,８００ 1５0 1６

〃 〃 〃 張安 1,３００ 8０ 1７

〃 〃 〃 西成川石里 ２，０００ 834 1８

〃 〃 〃 栗垣内発心門 ２，５００ 5００ 1９

〃 〃 〃 高山 1，６００ 5４ 2０

〃 〃 〃 八木尾谷 １,０００ 2０７ 2１

〃 〃 〃 請川谷 1，９００ 2６５ 2２

〃 〃 〃 奥平治川 1，９００ 515 2３

〃 〃 〃 大津荷 5００ 3０６ 2４

〃 〃 〃 下番 １,０００ 8５ 2５



( 単 位 延 長 ： 、 面 積 : h
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開
設
／
拡
張

種類 区分 位 置
(市町村）

路線名
延 長
及 ぴ
箇所数

利 用
区 域
面 種

うち
前半
５年分

対図

番号

備

考

開設 自動車道 田辺市 白河 3６０ ３５ ２６

〃 〃 〃 下の谷 30０ 1３４ ２７

〃 〃 〃 正木谷 1,０００ 1５８ ２８

〃 〃 〃 湯峰一本松 5,３００ ２１３ ２９

〃 〃 〃 桧葉曲川 1，５００ ４２ ３０

〃 〃 〃 惣木柿原宿 3,６００ 1５８ ３１

〃 〃 〃 樅ノ木 3,１００ ５３３ ３２

〃 〃 〃 北又谷 １,７５０ ７７ ３３

〃 〃 〃 丹生川小森 5００ ７８１ ３４

〃 〃 〃 宮代谷 4,０００ ２６６ ○ ３５

〃 〃 〃 西ノ河 6,２００ ２３３ ３６

〃 〃 〃 古久保谷 5００ ２１９ ３７

〃 〃 〃 切目辻 2,０００ ８３１ ３８

〃 、 〃 〃 おんぼ谷 1,１００ 1６２ ３９

〃 〃 〃 瀬戸谷三つ叉 3,000 １６０ ４０

〃 〃 〃 高橋谷 1，０５０ ８５ ４１

〃 〃 〃 丹生栃谷 1,０００ ６７ ４２

計 41路線 9８，２６０

開設 自動車道 白浜町 市江川原谷 2５,０００ ２,６０１ ４４

〃 〃 〃 広宇井 560 ４２７ ４５

〃 〃 〃 市鹿野滝の川 8,０００ 3３６ ４６

〃 〃 〃 下の谷 3,０００ 1９２ ４７

〃 〃 〃 里谷 1,５００ 1００ 4８

〃 〃 〃 熊野川 2,７００ 1８８ 4９

〃 〃 〃 岩津谷 7０0 4４ 5０



( 単 位 延 長 : I n 面 積 : h a )

１

- 3 0 -

開
設
／
拡
張

種類 区分 位 圃
(市町村）

路線名
延 長
及 び
箇所数

利 用
区 域
面 積

うち
前半
5年分

対図

番号

備

考

開設 自動車道 白浜町 市鹿野合川 6,000 1０１ 1６２

計 8路線 4７,４６０

開設 自動車道 すさみ町 大附越 9,000 1,０５０ ５1

〃 〃 〃 大鎌佐本 9,500 5８０ 5２

〃 〃 すさみ町
串本町

高市山 8,010 420 5３

計 3路線 2６,５１０

開設 自動車道 新宮市 平谷 2，０００ ２７０ 5４

〃 〃 〃 畝畑高瀬谷 1，３００ 338 5５

〃 〃 〃 竹ノ谷 7００ １２０ 5６

〃 〃 〃 兵連 2,０００ 2６９ 5７

〃 〃 〃 鎌塚平 1,５００ 8３ 5８

〃 〃 〃 イラハラ 1,５００ 3６ 5９

〃 〃 〃 西の谷 １,２００ ２１９ 6０

〃 〃 〃 大平多玉置口 １,５００ 9０ ６１

〃 〃 〃 上地平瀬 5，１００ 3５６ ○ 6２

〃 〃 〃 篠尾申谷 1，０００ 5８ 6４

〃 〃 〃 相須谷口 ６,０００ 3９２ 6５

〃 〃 〃 足郷中小屋 2,０００ 7０ 6６

〃 〃 〃 高山北谷 3,４００ 3４３ 6７

〃 〃 〃 上桧杖土ノ河 4,500 1４４ 6８

〃 〃 〃 北谷大越 7，６００ 5８０ 6９

〃 〃 〃 下蔭地峯地 4,４００ 4０７ 70

計 16路線 4５,７００

開設 自動車道 那智勝浦町 峯山 2,０００ 4４６ ７1

計 l路線 2,０００



( 単 位 延長：、 面祇 : h

注全体計画錐については全国森林計画を基に算出し、計画路線及び延長について
は、各市町村の計画を搭載した。
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開
設
／
拡
張

種類 区分 位 置
(市町村）

路線名
延 長
及 び
箇所数

利 用
区 域
面 積

うち
前半
５年分

対図

番号

備

考

開設 自動車道 古座川町 蔵土郷谷 1,０００ 3３７ 8６

〃 〃 〃 室坂 6，０００ ２９２ 8７

〃 〃 〃 井谷山 5,０００ ４８３ 8８

〃 〃 〃 下露成見川 1２,０００ １,６４４ 8９

〃 〃 〃 清水玉野谷 1０，２００ ２０３ 9０

〃 〃 〃 福井谷三郎塚 5,０００ ６６８ 9１

〃 〃 〃 三尾川小節川 ５,０００ 3３２ 9２

〃 〃 〃 成川杉谷 5,０００ ８２９ 9３

〃 〃 〃 成川 ２，８００ 2３２ 9４

〃 〃 〃 添野川平井 ６,０００ ４３０ 9５

〃 〃 〃 西畑谷 ３，０００ 2３０ 9６

〃 〃 〃 柳小穴谷 3，０００ 4７６ 9７

〃 〃 〃 洞尾本谷 ５,０００ 508 9８

〃 〃 〃 中津谷 １,５００ 3３０ 9９

〃 〃 〃 椎平谷 ３，０００ 250 1００

〃 〃 〃 宇筒井添谷 1１,４００ 1，１８０ 1０１

〃 〃 〃 池野山小森川 ７,８００ 1,８２４ 1０２

〃 〃 〃 山手川 ８,０００ 71７ 1０３

〃 〃 〃 成見川足郷 ９,６００ 1,５８７ １０４

〃 〃 〃 黒谷下露 ５，０００ 4７６ 1０５

計 20路線 1１５,３００

開設 自動車道 北山村 出谷 ５，３００ 4５７ ○ 1０７

〃 〃 #郷賊 〃 平田大谷 ４，７９５ １５８ ○ 10８

計 2路線 1０，０９５

合計 91路線 ３４５，３２５



( 単 位 延 長 ： 、 面積 : h
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開
設
／
拡
張

種類 区分 位 置
(市町村）

路線名
延 長
及 び
箇所数

利 用
区 域
面 積

うち
前半
５年分

対図

番号

備

考

拡張 舗装 田辺市 栃郷 5００ 8０ 1２

〃 〃 〃 フジ根 400 １０３ 1０９

〃 〃 〃 芦立 500 2９０ 1１０

〃 改良 〃 滝の口支 1２０ 666 １１１

〃 改良舗装 〃 野中 8０0 2９９ 1１２

〃 改良 〃 龍神本宮 ２，０００ 2，８２６ １１３

〃 改良舗装 〃 小広和田川 ７,４００ 1，７７５ １１４

〃 改良 〃 安川大塔川 ９，０００ 3，７４３ １１５

〃 〃 〃 又井川 ５,０００ 4４２ 1１６

〃 〃 〃 津荷谷 ４，２００ 2３９ １１７

〃 改良舗装 〃 小広静川 1１,４００ 1，２５４ ○ １１８

〃 改良 〃 武住谷 ６,５００ 4１６ ○ １１９

〃 改良舗装 〃 東折川 ２，３２３ 4５４ 1２０

〃 〃 〃 橘川 ４，８６７ １,４４２ ○ 1２１

〃 〃 〃 虎ヶ峰坂泰 ２，０００ 2，０５３ ５

〃 〃 〃 小松原大川 ８,５０７ 3０１ ○ 1２３

〃 舗装 〃 峰小皆 ２，４９４ 4９ １２４

〃 改良 〃 川合湯ノ又 ４５０ 3６３ １２５

〃 〃 〃 小又川丹生ノ川 ３,０００ １,１５６ ○ 1２６

〃 改良舗装 〃 政城 ５,０００ 1，３１８ 1５

〃 舗装 〃 竹ノ又坂又 ３,５００ 1８７ １

〃 改良舗装 〃 ホイホイ坂 ６,０００ 1，５５２ ○ 1２７

〃 改良 〃 谷口皆瀬川 50０ 1，４１３ １２８

〃 〃 〃 大熊 600 8６８ ○ 1６３

計 24路線 ８７，０６１



( 単 位 延 長 ： 、 面菰 : h

- ３ ３ -

開
設
／
拡
張

種類 区分 位 置
(市町村）

路線名
延 長
及 ぴ
箇所数

利 用
区 域
面 積

うち
前半
５年分

対図

番号

備

考

拡張 舗装 白浜町 見草 660 2８５ 1２９

〃 〃 〃 大瀬矢の口 2，８００ １,９５４ １３０

〃 〃 〃 広宇井 4，０００ ４２７ ４５

計 3路線 7，４６０

拡張 舗装 すさみ町 大瀬矢の口 7,８９０ ４２７ 1３０

計 1路線 7,８９０

拡張 改良舗装 新宮市 平谷 ３,４００ ２７0 ○ 5４

〃 改良 〃 大平多 1,５００ ３２６ ○ 1３３

〃 〃 〃 志古相須 2，２００ 1５９ １３４

〃 〃 〃 北谷 400 １５２ 1３５

〃 〃 〃 槍谷 1,１００ 1０９ ○ 1３６

〃 改良舗装 〃 ホイホイ坂 1２,０００ 1，５５２ ○ 1２７

〃 〃 〃 谷口皆瀬川 1,０００ 1，４１３ ○ 1２８

〃 〃 〃 四滝 ５，０００ 3９５ 1３２

計 8路線 2６,６００

拡張 改良 那智勝浦町 西中野川 7００ 4３１ 1４６

計 １路線 7００

拡張 改良 古座川町 松根小森川 ２,０００ 1，８４７ ○ 8５

〃 〃 〃 猿川 ５,４００ 5９１ １３８

〃 〃 〃 西川 ６，４００ 5８３ 1３９

〃 〃 〃 崩の川 ２,３００ 5２２ ○ 1４０

〃 〃 〃 久留美谷 ５,７００ 6３０ 1４1

〃 〃 〃 大屋谷 1,０００ 4６５ 1４２

〃 改良舗装 〃 立合川 ３,３００ 4３２ ○ 1４３

〃 〃 〃 山手大桑 ６,３００ 3７７ ○ 1４４



( 単 位 延長：、 面積 : h

保安林整備及び治山事業に関する計画５

(1)保安林として管理すべき森林の種類別面積等
①保安林として管理すべき森林の種類別の計画期末面禰

(単位 面積 : h a )

注１計画麓については、全国森林計画の計画壁を基に算出した。
２総数欄は、２以上の目的を達成するために指定される保安林があるため、
水源澗義のための保安林等の内訳の合計に一致しない。

- ３ ４ -

開
設
／
拡
張

種類 区分 位 置
(市町村）

路線名
延 長
及 び
箇所数

利 用
区 域
面 積

うち
前半
５年分

対図

番号

備

考

拡張 改良舗装 古座川町 潤野上野谷 2，０００ 1０７ ○ 1４５

〃 改良 〃 将軍川 50０ 1６７ ○ 1６０

〃 〃 〃 ムジ屋敷 5００ 5５２ ○ 1６１

〃 〃 〃 神野川高瀬 ２，７４５ 454 ○ 1６４

計 12路線 3８,１４５

拡張 改良 北山村 出谷 １,０００ 4５７ 1０７

計 1路線 1．０００

拡張 改良舗装 串本町 姫川 5４０ 5９ ○ 1５６

計 l路線 5４０

合計 51路線 1６９，３９６

保安林の穂類 面 積
うち前半５年分

備 考

総数（実面稠） 7４，９４４ 7２，２５４

水源溜養のための保安林 ５７,６７０ 5５，８２８

災害防備のための保安林 1６，８４１ 1６，００５

保健､風致の保存等のための保安林 ２,４８０ 2，４８０



②計画期間内において保安林の指定又は解除を相当とする森林の種類別の所在及び
面積等

( 単 位 面 稠 : h a )

■■■■■■■■■■■■

- ３ ５ -

指定
／
解除

種類
森林の所在

市町村 区域
面積

うち前半
５ 年 分

指定又は解除を

必要とす'る理由
備考

指定 水源酒養 田辺市 １,３００ 650 水源の酒養
〃 〃 新宮市 4０0 200 〃

〃 〃 白浜町 3００ 1５０ 〃

〃 〃 すさみ町 3００ 1５０ 〃

〃 〃 那智勝浦町 4００ 200 〃

〃 〃 古座川町 6００ 3００ 〃

〃 〃 北山村 2００ 10０ 〃

〃 〃 串本町 2００ 1００ 〃

計 ３，７００ 1，８５０ 〃

指定 土砂流出防備 田辺市 5００ 2５０ 土砂の流出の防備
〃 〃 新宮市 2００ 1００ 〃

〃 〃 白浜町 2００ 1０0 〃

〃 〃 上富田町 6０ 3０ 〃

〃 〃 すさみ町 1００ 5０ 〃

〃 〃 那智勝浦町 2０0 100 〃

〃 〃 古座川町 20０ 1００ 〃

〃 〃● 北山村 1００ 5０ 〃

〃 〃 串本町 1００ 50 〃

計 １,６６０ ８３０ 〃

指定 土砂崩壊防備 田辺市 ６ ３ 土砂の崩壊の防備
〃 〃 新宮市 ３ ２ 〃

〃 〃 白浜町 ２ １ 〃

〃 〃 上富田町 １ １ 〃

〃 〃 すさみ町 ２ １ 〃

〃 〃 那智勝浦町 ２ １ 〃

〃 〃 古座川町 ２ １ 〃

〃 〃 北山村 １ ０ 〃

〃 〃 串本町 １ ０ 〃

計 2０ 1O

合計 ５,３８０ ２,６９０



( 単 位 面 積 : h a )

③計画期間内において指定施業要件の整備を相当とする森林の面澗

( 単 位 面 積 h a )

- ３ ６ -

指定
／
解除

種類
森林の所在

市町村 区域
面積

うち前半
５ 年 分

指定又は解除を

必要とする理由
備考

解除 水源澗養 田辺市 1４ ７ 指定理由の消滅
〃 〃 白浜町 ２ １ 〃

計 1６ ８

解除 土砂流出防備 田辺市 ２ １ 指定理由の消滅
〃 新宮市 １ ０ 〃

〃 北山村 １ １ 〃

計 ４ ２

解除 土砂崩壊防備 田辺市 ５ ３ 指定理由の消滅
計 ５ ３

解除 潮害防備 田辺市 １ １ 指定理由の消滅
〃 〃 白浜町 １ １ 〃

〃 〃 串本町 １ １ 〃

計 ３ ３

解除 魚つき 白浜町 １ １ 指定理由の消滅
計 １ １

合計 2９ 1７

種 類
指定施業要件の整備区分

伐採方法の
変 更 面 積

皆伐面積の
変 更 面 積

択 伐 率 の
変 更 面 積

間 伐 率 の
変 更 面 稠

植 栽 の
変 更 面 積

水源涌養のための
保安林 ０ ２１４ 2２，６４９ 2３，２４０ 1４,７１１

災害防備のための
保安林

０ ６１ 6，４１９ 6，５８７ 4，１６９

保健、風致の保存
等のための保安林 ０ １０ 1,０４１ １,０６９ 6７６

△ 、 計
ロ ０ ２８５ 3０,１０９ 3０，８９６ 1９,５５６



(2 )保安施設地区として指定することを相当とする土地の所在及び面積等

( 単 位 面 積 : h a )

(3 )実施すべき治山事業の数量

(単位地区）

要整備森林の所在、面積、実施すべき施業の方法及び時期
別 紙 様 式 に 記 載 す る 。 ．

６

- ３ ７ -

森林の所在

市町村 区域
面 積 うち前半

５ 年 分

指定を必要
とする理由

備考

該 当 な し

森林の所在

市町村 区域

治山事業施行地区数

うち前半
５ 年 分

主な工種 備考

田辺市 愛賀郷外 ６７ 6３ 渓間工・山腹工・本数調整伐

新宮市 佐 野 外
①今

２５ 1９ 渓間工・山腹工・本数調整伐

白浜町 市 鹿 野 外 ５ ４ 渓間工・山腹工・本数調整伐

上富田町 市 ノ 瀬 外 ４ ４ 渓間工・山腹工・本数調整伐

すさみ町 太 間 川 外 ５ ５ 渓間工・山腹工・本数調整伐

那智勝浦町 那智山外 1２ ８ 渓間工・山腹工・本数調整伐

太地町 太 地 外 １ ０ 渓間工・山腹工・本数調整伐

古座川町 平 井 外 1４ ８ 渓間工・山腹工・本数調整伐

北山村 七 色 外 ５ ３ 渓間工・山腹工・本数調整伐

串本町 里 川 外 ４ ２ 渓間工・山腹工・本数調整伐

合計 1４２ １１６



(別
表
）
要
整
備
森
林
の
所
在
、
面
積
、
実
施
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べ
き
施
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方
法
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び
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ん
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①
兵
生
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二
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19
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2

間
伐

19
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木
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木
等
を
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し
、
適
正
な

立
木
密
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る
◎
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迄

水
か
ん

田
辺
市

②
虎
ヶ
雌

３ ３ ３

一 一 へ１ １ ２

イ リ ハ

８ ８ ８

２ ２ ２

２ ２ ２

4．１
０

間
伐

4.１
０
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不
良
木
や
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等
を
間
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し
、
適
正
な

立
木
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度
と
す

る
０
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7年

度
末

迄



第７その他必要な事項

１保安林その他法令により施業について制限を受けている森林の施業方法

( 単 位 面 積 : h a )

- ３ ９ -

種類
森林の所在

市町村 区域
面積

施業の方法

伐採方法 その他
備考

水源酒養
保安林

田辺市

新宮市

白浜町

上富田町

すさみ町

那智勝浦町

古座川町

北山村

串本町

計

3４,５４１

4，１４９

2，７７７

3９

１,６４３

2，１３９

6，４７３

1,８３９

3８６

５３，９８６

伐採種を定め
ない

主伐は標池伐
期齢以上

土砂流出防備
保安林

田辺市

新宮市

白浜町

上富田町

すさみ町

那智勝浦町

太地町

古座川町

北山村

串本町

計

４，５７８

３，４５３

１，０７２

1００

１,２３７

8３８

７

２，１３６

1４９

1，２４３

1４，８１３

部分皆伐若し
くは択伐

主伐は標遡伐
期齢以上

土砂崩壊防備
保安林

田辺市

新宮市

白浜町

２0２

２６

1３

禁伐若しくは
択伐

択伐率は４０
％以内



( 単 位 面 積 : h a )

’

- ４ ０ -

種類
森林の所在

市町村 区域
面積

施業の方法

伐採方法 その他
備考

上富田町

すさみ町

那智勝浦町

古座川町

串本町

計

2０

２０

1６

４３

１７

３５７

その他の
保安林

田辺市

新宮市

白浜町

すさみ町

那智勝浦町

太地町

古座川町

串本町

計

3８

6６

1８４

2４

7８

1２

５３

1３０

５８５

禁伐若しくは
択伐

択伐率は４0
％以内

砂防指定地 田辺市

新宮市

白浜町

上富田町

すさみ町

那智勝浦町

古座川町

北山村

串本町

計

1,０２５

4８

1８０

1４７

1０２

１２１

４５

１２

5８

1,７３８

択伐若しくは
禁伐

土砂の採取等
は禁止



Ｉ

( 単 位 面 積 : h a )

- ４ １ -

種類
森林の所在

市町村 区域
面積

施業の方法

伐採方法 その他
備考

国立公園
特別保護
地区

新宮市

那智勝浦町

計

3８

４０

7８

禁伐

国立公園
第１種
特別地域

新宮市

那智勝浦町

太地町

北山村

串本町

計

１１

７

７

１

3４

6０

禁伐若しくは
単木択伐

択伐率は10%
以内
標準伐期齢
+10年以上

国立公園
第２種
特別地域

田辺市

新宮市

那智勝浦町

太地町

北山村

串本町

計

9１

7２

2７６

7７

1８

3６0

8９４

択伐若しくは
部分皆伐

択伐率は30%
以内、皆伐は一伐区２haMW
標準伐期齢
以上

国立公園
第３種
特別地域

田辺市

新宮市

那智勝浦町

太地町

北山村

串本町

計

１１

1８９

4０１

１

１

4８

6５１

特に定めない

国定公園
特別保護
地区

田辺市

計

1０１

1０１

禁伐



( 単 位 面 積 : h a )

〉

- ４ ２ -

種類
森林の所在

市町村 区域
面祇

施業の方法

伐採方法 その他
備考

国定公園
第１種
特別地域

田辺市

計

1７５

1７５

禁伐若しくは
単木択伐

択伐率は10％
以内
標準伐期齢
十10年以上

国定公園
第２種
特別地域

田辺市

計

４２４

４２４

択伐若しくは
部分皆伐

択伐率は30％
以内、皆伐は一伐区２ha"
標準伐期齢
以上

国定公園
第３種
特別地域

田辺市

計

４，２７６

４，２７６

特に定めない 全般的な風致
の維持を考慮
して施業する

県立自然公園
第１種
特別地域

田辺市

新宮市

白浜町

すさみ町

古座川町

串本町

計

３１９

２７６

1９１

1０

1３２

５

９３３

禁伐若しくは
単木択伐

択伐率は１０
％以内
標巡伐期齢
+１０年以上

県立自然公園
第２種
特別地域

田辺市

白浜町

すさみ町

古座川町

串本町

計

1,０４０

３７５

５２６

9８

6４

２，１０３

択伐若しくは
部分皆伐

択伐率は30％
以内、皆伐は
一伐区２haM
標準伐期齢
以上

県立自然公園
第３種
特別地域

田辺市

新宮市

白浜町

すさみ町

古座川町

２，８３０

５８５

1,６１０

５２６

1，１５９

特に定めない



( 単 位 面 積 : h a )

- ４ ３ -

種類
森林の所在

市町村 区域
面種

施業の方法

伐採方法 その他
備考

串本町 2７

計 6，７３７

自然環境保全
法による県自
然環境保全地
域特別地区

田辺市

新宮市

すさみ町

計

2１６

３

４

2２３

禁伐若しくは
単木択伐

鳥獣保謹法に
よる特別保譲
地区

田辺市

那智勝浦町

計

2０３

6４

2６７

禁伐若しくは
単木択伐

択伐率20％
以内

文化財保護法・県文化財保
護条例によ
る、史跡、名
勝、天然記念
物に係る指定
地域

田辺市

新宮市

白浜町

上富田町

すさみ町

那智勝浦町

古座川町

串本町

計

3２

1２２

７

１

９

3３

1１

３

２１８

禁伐若しくは
単木択伐

現状変更には
許可が必要

都市計画法に
よる風致地区

白浜町

計

1２１

1２1

択伐若しくは
部分皆伐



才、

ｈ

１

-

４



Ｉ

１森林計画区の概要

（１）市町村別土地面澗及び森林面積

( 単 位 面 秋 : h a 比 率 : % )

区域面積は、全国都道府県市区町村別面積調（国土地理院調査資料）ほ
かによる。
国有林面積は国有林の面積及び公有林野等官行造林地の面積で平成２５
年４月１日現在の数値。
民有林面積は平成２４年度森林現況調査結果による。
小数点以下を四捨五入したため、総計と内訳が一致しないことがある。

注１

２

●

●

３

４

- ４ ４ -

区 分 区域面識
①

森 林 面 積

総数② 国有林 民有林
森林比率

②/①×１０0

総 数 2３８，３３６ ２１１，０４０ １１，９５７ 1９９，０８３ ８９

市

町

村

別

内

訳

田辺市

新宮市

白浜町

上富田町

すさみ町

那智勝浦町

太地町

古座川町

北山村

串本町

1０２，６７７

2５，５４３

2０,１０４

5，７４９

１７,４７１

1８,３４５

5９６

2９，４５２

4,８２１

1３，５７８

９１，４４２

2３，２５３

1６，２５５

3，７０３

1６,１６０

１６,２８６

3３３

2７，７４７

4,５０３

１１,３５８

７,８４０

1,８７１

０

5６

１,１０４

2５０

０

4２６

４１０

０

8３，６０２

２１，３８２

1６，２５５

3，６４７

1５,０５６

1６,０３６

3３３

2７，３２１

4,０９３

１１,３５８

８９

９1

８１

6４

9２

8９

5６

9４

９３

8４



( 2 ) 地 況

ア 気 候

’
1

ト
●

注１平成２４年気象年報（和歌山地方気象台観測資料）による．

地 勢
Ｉの１．自然的・社会的背景と森林計画の位瞳づけを参考

イ

地質、土壌等ウ
〃

- ４ ５ -

観 測 所
気温（℃）

最 高 最 低 年平均

年 間
降水鐘
(mm)

最 高
穣雪深
(cm)

主風の
方 向 備 考

龍神観測所

栗栖川観測所

新宮観測所

白浜観測所

西川観測所

潮岬観測所

３３．９

３４．３

３４．７

３４．３

３５．４

３１．４

８

０

３

１

７

８

●

●

●

●

●

■

５

６

３

３

６

０

ー

１■■Ｂ

一

ー

ー

1２．８

１４．３

１６．８

１６．６

１４．３

１７．０

３，１６９

２，５７９

３，４８３

２，１９７

４，３１６

３,０５４

０ NE

NE

NE

NNW

NE

NE



( 3 ) 土地利用の現況

( 単 位 面 積 : h a )

注１面積総数、森林面積は１．の（１）市町村別土地面積及び森林面積から再掲。
２農地面積は、平成２４年農林水産関係市町村別データ（農林水産省資料）によ
る。

３宅地面積は固定資産概要調査書 ( H 2 4 . 1 . 1 現 在 ) に よる。
４小数点以下を四捨五入したため、総計と内訳が一致しないことがある。

- ４ ６ -

区 分 総 数 森 林
農 地

総数 うち田 うち畑

そ の 他

総数 うち宅地

総 数 2３８，３３６ ２１１,０４０ ６,１４０ 1，８７４ ４，２６６ ２１，３８７ ３,１１１

市

町

村

別

内

訳

田辺市

新宮市

白浜町
･上富田町

すさみ町

那智勝浦町

太地町

古座川町

北山村

串本町

1０２，６７７

2５，５４３

2０，１０４

5，７４９

1７，４７１

1８，３４５

5９６

2９，４５２

4,８２１

1３，５７８

９１，４４２

2３，２５３

1６，２５５

3,７０３

１６,１６０

1６，２８６

3３３

2７，７４７

4,５０３

１１，３５８

３．６００

1５５

７１４

7０７

２２０

３２１

１７

1３４

1６

2５６

5２０

10９

40７

2２６

1４５

2４５

１

8９

５

1２７

３，０８０

４６

3０７

4８１

７５

７６

1６

４５

11

1２９

７，６９２

２，１５２

３，２９１

１,３３９

1，０９１

1,７３８

２４６

1，５７１

３０３

1，９６４

1，１６６

３８９

４７５

２２０

1１５

２８１

5４

６８

1２

３３１



」 ( 4 ) 産業別生産額

１
１ (単位金額：百万円）ｌ
ｌｌ
I

市町村別の産業生産額は、平成22年度市町村経済計算（県；
(消費税及び帰属利子を含む。）
小数点以下を四捨五入したため、総計と内訳が一致しない。

注１ (県調査統計課） による。

２

１

- ４ ７ -

区 分 総生産額
第 １ 次 産 業

総 額 農 業 林 業 水産業

第２次

産 業

第３次

産 業

総 数 5４４，０３４ 1２，４５８ 7，６７８ 1，０５７ 3，７２６ 7６，３７１ 4５２，２７２

市

町

村

別

内

訳

田辺市

新宮市

白浜町

上富田町

すさみ町

那智勝浦町

太地町

古座川町

北山村

串本町

２２２,６１３

1０５,４１９

６０，５１５

４０，５９０

1０，９５１

４０，６７４

５，８４６

５，６１２

３,６１２

４８,２０２

6,５２１

5４５

８２２

９７７

３４７

7５７

1，０４７

２４３

２９

1，１７０

４，９５６

3２３

6７６

９０５

1７４

２９８

2５

1２７

1５

1７９

4９９

1３４

６８

3４

6４

８３

６

9７

1４

5８

1,０６６

8８

7８

3９

1０９

3７７

1,０１６

1９

０

９３４

2９，８２７

1０，８７６

8,４１９

1３，２７５

3，０９０

3，７９３

5４８

９７１

４９２

5，０８０

1８５，０６２

9３，４２８

5０，９４７

2６，１１８

7，４５４

3５，９０４

4,２２０

4，３６８

3，０８０

4１,６９１



( 5 ) 産 業 別就業者数

( 単位人数：人）

平成22年度国勢調査による。
す

総数は、分類不能の産業を含む。
注１

２

- ４ ８ -

区 分 総 数
第 １ 次 産 業

総 数 農 業 林 業 水産業

第２次

産 業

第３次

産 業

総 数 8５，４９１ 7，８８０ 5，９７２ 7７７ 1，１３１ 1４,９０１ ６１，５１４

市

町

村

別

内

訳

田辺市

新宮市

白浜町

上富田町

すさみ町

那智勝浦町

太地町

古座川町

北山村

串本町

3６，７４５

1３，２３５

1０，０４５

6，６８６

1，９２０

7，２４８

1，３５４

1，１３１

1５９

6，９６８

4，８０７

3２２

6５３

5４１

2４８

4５８

9９

1３７

１３

6０２

4,１８８

１７0

4８３

4９４

1２３

2２５

房
イ

9４

８

１８０

4０３

１１４

3７

3５

3６

6０

７

3７

５

4３

２１６

3８

1３３

1２

8９

1７３

8５

６

０

３７９

6，９１７

2，１２８

1，７２８

1，４８５

3９２

9８３

1８３

1７４

２８

８８３

2４,４０８

1０，３９９

７，６３９

４，５８５

１,２７６

５，７７９

1，０７２

８０６

1１８

５，４３２



２．森林の現況
（１）齢級別森林資源表

生)１．複砺林の面積は、区域面稠を下屑木０
記戦した。
2.複層林の材積は､上層木､下層木ごとにその該当する齢級欄に記載した。
3.小数点以下を四捨五入したため､各計と内訳が一致しないことがある。

- ４ ９ -

区 分 総 数
面 稲 材 積 成長量

１ 齢 級
面 穂 材 積 成長髄

２ 齢 級
面 澗 材 蔽 成長量

総 数 1４1
198,852

１７

57,571
０

574
３

459

０
1３

０
０

9５
1,794

７

6９
０
３

立

木

地

総

数

人

工

林

総

数

単
屑
林

育

成

育
成
複
層
林

天

然

林

総

数

単
咽
林

育

成

複
屈
林

育

成

生

林

天

然

総 数

針

広

総 数

針

広

総 数
針
広

総 数

針

広

総 数
針
広

総 数
針
広

総 数
針
広

総 数
針
広

1４１
196,931

141
128,421

０

68,510
1４１

125,972
１４1

125,543
０

429

125,689
125,260

428

1４1
283

1４１
283

０

０
70,959
2,878

68,081

０
０

０
1,264

2８
1,236

69,695
2,850

66,846

1７
57,571

1６
47,184

０

10,386
1７

46,248

1６

46,078
０

１７０
46,168
45,998

170
1７
8０

1６
8０

０
０

１１,３２３
１,１０６
１０,２１７

０
０

０
203

７
196

１１,１２０
1,099

10,021

０

574

０

531

０
4３
０

528

０

526
0

２

528

525

２
０
１

0
１

０
０

4６
５

41
０
０

０

１

０

１

4５

５
40

３

459
３

158

０
301

３

160

３

154

０

６

1５７

1５１

６

３
３

３
３

０
０

299

４

295
０
０

０
０

０

0

299

４
295

０

1３
０
1O

０
３
0
1０

０
lO

０
０
1０
10

０
０
０

０
０

０
０
３

０

２
０

０
０

０
0
０
３

０
２

０

０
０
０

０
０

０
０
０
０

０
０
０

０
０
0

0
０
0
０
０
０

０

０

０
０
０

０
０
０

０
０
０

9５

1,794
9５
728
０

1,066

9５
767
9５

696

０
７1

672

602
７１
9５

9５
9５

9５
０
０

1,027

3２
995

０
０
０

０
０
０

1,027
3２

995

７
6９
７

51
０

1８
７

5３
７

5０

０
３

4６
4３
３

７
７
７

７
０
０
1６

１

1５

０
０

０
０
０

０
1６
１

1５

０
３

０
０
０

- ３

０
０

０
０
０

０
０
0
０

０

０
０

０
０
０

３

０

３

０
０

０
０
０

０
３
０

３
竹 林 175 q■■ ー ■■■ ４■■ ー 一

無立木地 1,747 ■■■ - ー q ■ ■ 。■■



単位面積 : h a材積 :立木は千㎡成長趾 :千㎡

- ５ ０ -

３ 齢 級 ４ 齢 級 ５ 齢 級 ６ 齢 級
面 積 材 積 成長獄 面 積 材 積 成長量 面 積 材 積 成長鮭 面 澗 材 積 成長量

７ １ ０ １ ０ ０ 2５ ５ ０ 1２ ３ ０

984 ７1 10 1,250 １８３ 1４ 2,715 471 2３ 4,288 946 3２
７ １ ０ １ ０ ０ 2５ ５ ０ 1２ ３ ０

984 ７１ 1０ 1,250 183 1４ 2,715 471 2３ 4,288 946 3２

７ １ ０ １ ０ ０ 2５ ５ ０ 1２ ３ ０

６1４ 5８ ８ 1,073 172 1３ 1,888 395 1９ 3,307 ８１９ 2８

０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

370 1３ ２ 177 １l １ 828 7７ ４ 981 127 ４

７ １ 0 1 ０ ０ 2５ ５ ０ 1２ ３ ０

623 5９ ８ 1,073 １７２ 1３ 1,890 396 1９ 3,333 828 2８

７ １ ０ １ ０ ０ 2５ ５ ０ 1２ ３ ０

604 5８ ８ 1,071 1７１ 1３ 1,880 393 1９ 3,287 ８1０ 2７

０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

1９ ２ ０ ２ １ ０ 1０ ３ ０ 4６ 1８ １

６1７ ５ ８ 1,072 １７１ 1３ 1,866 391 1９ 3,321 825 2８

597 5７ ８ 1,070 １７1 1３ 1,856 388 1９ 3,275 808 2７

1９ ２ ０ ２ １ ０ 10 ３ ０ 4６ 1８ １

７ １ ０ １ ０ ０ 2５ ５ ０ 1２ ３ ０

７ １ ０ １ ０ ０ 2５ ５ ０ 1２ ３ ０

７ １ ０ １ ０ ０ 2５ ５ ０ 1２ ３ ０

７ I ０ １ ０ ０ 2５ ５ ０ 1２ ３ ０

０ ０ ０ ０ ０ ０ 0 ０ ０ ０ ０ ０

０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

361 1２ ２ 177 l l 1 825 7５ ４ 955 118 ４

1０ １ ０ ３ １ ０ ７ ２ ０ ２1 ９ ０

351 1l １ 1７５ l l １ ８１７ 7４ ４ 935 １１０ ３

０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 0

０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

０ ０ ０ ０ ０ ０ 4２ ４ ０ ５１ ６ ０

０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

０ ０ ０ ０ ０ ０ 4２ ４ ０ 5１ ６ ０

361 １２ ２ 177 1１ １ 783 ７１ ３ 905 1１２ ４

lO 1 ０ ３ １ ０ ７ ２ ０ 21 ９ ０

351 1１ 1 174 1１ １ 776 70 ３ 884 10３ ３
ー ー ー ｑ■■ I ■ ■ 一 ー ｑ■■ ー

一 ー ー ■■■ 一 ー ー q■■



l

b

l

］

’
’
１

’

１

Ｉ

’
I - ５ １ -

７ 齢 級 ８ 齢 級 ９ 齢 級 1 0 齢 級
面 積 材 積 成長愛 面 積 材 積 成長量 面 積 材 積 成長鍵 面 積 材 積 成長量

０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 0 ０ ０ ０ ０
7,127 1,872 4７ 10,945 3,135 6０ 22,244 6,607 9６ 30,470 9,185 100

０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

7,127 1,872 4７ 10,945 3,135 6０ 22,244 6,607 9６ 30,470 ９j185 100
０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

6,024 1,722 4４ 9,343 2,912 5７ 17,667 5,934 9０ 21,715 7,854 9３
０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

1,103 １５0 ３ 1,602 223 ３ 4,576 673 ６ 8,755 1,331 ７

０ ０ ０ ０ 0 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

6,028 1,723 4４ 9,314 2,907 5７ 17,636 5,924 8９ 21,551 7,807 9３
０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 0 ０

6,014 1,717 4４ 9,307 2,904 5７ 17,623 5,916 8９ 21,512 7,788 ９２

０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
1４ ６ ０ ７ ３ ０ 1３ ８ ０ 3９ 1９ ０

6,028 1,723 4４ 9,314 2,907 5７ 17｣634 5,923 8９ 21,545 7,805 9３
6,014 1,717 4４ 9,307 2,904 5７ 17,621 5,916 8９ 21,506 7,786 9２

1４ ６ ０ ７ ３ ０ １３ ８ ０ 3９ 1９ ０
０ ０ ０ 0 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
０ ０ ０ ０ ０ ０ ２ １ ０ ６ ２ ０
０ ０ 0 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
０ ０ ０ ０ ０ ０ ２ １ ０ ６ ２ ０
０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

1,099 149 ３ 1,631 228 ３ 4,608 683 ７ 8,919 1,379 ８

1０ ６ ０ 3６ ８ ０ 4５ 1８ ０ 203 6７ １
１,０８９ 144 ３ 1,595 220 ３ 4,563 665 ６ 8,715 １,３１２ ７

０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

０ ０ ０ ０ 0 ０ ０ ０ 0 ０ ０ ０
20 ３ ０ 162 2４ ０ 127 2１ ０ 133 ２1 ０
０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ７ １ ０

20 ３ ０ 1６２ 2４ ０ 127 2１ ０ 126 2０ ０
1,079 146 ３ 1,469 204 ３ 4,481 662 ６ 8,786 1,358 ８

10 ６ ０ 3６ ８ ０ 4５ 1８ ０ 197 6６ １
1,069 1４１ ３ 1,433 196 ３ 4,436 644 ６ 8,589 1,292 ７

■Ⅱ■■ 一 一 １■■ 一 ー ■■■ 一 ー

ー ー q■■ 1■■ １■■ d■■



単位面積 : h a材積 :立木は千㎡成長壁 :千㎡

- ５ ２ -

1 １ 齢 級 1 ２ 齢 級 1 ３ 齢 級 1 ４ 齢 級
面 積 材 積 成長愈 面 積 材 積 成長牡 面 積 材 積 成長量 面 積 材 積 成長量

０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

35,263 10,883 9６ 28,842 8,695 5５ 1６１６５１ 4,645 ２1 9,532 2,679 1０

０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

35,263 １０,８８３ 9６ 28,842 8,695 ５５ 16,651 4,645 ２１ 9,532 2p679 10

０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

23,270 8,975 9０ 16,596 6,751 5４ 7,812 3,265 2０ 4,289 1,845 ９

０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

11,993 1,908 ６ 12,246 1,945 ２ 8,840 1,381 １ 5,243 835 １

０ ０ 0 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 0

23,012 8,860 8９ 16,203 6,586 5２ 7,424 3,126 2０ 4,040 1,765 ９

０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

22,973 8,836 8９ 1６,１６４ 6,569 5２ 7,394 3,113 2０ 4,012 1,750 ９

０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

3９ 2４ ０ 4０ 1７ ０ 2９ 1３ ０ 2８ 1５ ０

23,007 8,858 8９ 16,199 6,584 5２ 7,419 3,124 2０ 4,039 1,764 ９

22,968 8,834 8９ 16,159 6,567 5２ 7,390 3,112 20 4,010 1,749 ９

3９ 2４ ０ 40 1７ ０ 2９ 1３ ０ 2８ 1５ ０

０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
５ ２ 0 ５ ２ ０ ４ ２ ０ ２ １ 0

０ ０ 0 ０ ０ ､０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

５ ２ ０ ５ ２ ０ ４ ２ ０ ２ １ ０

０ ０ 0 ０ 0 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

0 ０ ０ ０ 0 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

12,251 2,023 ７ 12,639 2,109 ３ 9,228 1,519 １ 5,492 915 １
297 139 １ 432 1８１ １ 418 １５１ ０ 277 ９５ ０

１１,９５４ 1,884 ５ 12,206 1,928 １ 8,810 1,368 １ 5,215 820 １

０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

0 ０ ０ ０ ０ 0 ０ ０ ０ ０ ０ ０

０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

239 4０ ０ 229 3９ 0 6３ 10 ０ 5３ ９ ０

６ ２ ０ ２ ０ ０ ６ ２ ０ ３ １ ０

233 3８ ０ 227 3８ ０ 5６ ９ ０ 5０ ８ ０

12,012 1,983 ７ 12,409 2,070 ３ 9,165 1,509 １ 5,439 905 １

291 137 １ 430 １８1 １ 411 1４９ ０ 274 9４ ０

１１,７２１ 1,846 ５ 11,980 1,889 1 8,754 1,360 １ 5,165 812 １
一

１■■ ﾛ ■ ■

一 ー １■■ ー ー



１
１

- ５ ３ -

1 ５ 齢 級 1 ６ 齢 級 1 ７ 齢 級 1 ８ 齢 級
面 積 材 積 成長鑓 面 積 材 禰 成長趾 面 積 材 積 成長逓 面 積 材 積 成長量

０ ０ ０ 0 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
６》654 2,040 ７ 5,004 1,578 ０ 4,300 1,260 ０ 2,904 925 ０

０ ０ ０ ０ ０ 0 ０ ０ ０ ０ ０ ０
6,654 2,040 ７ 5,004 1,578 ０ 4,300 1,260 ０ 2,904 925 ０

0 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
3,422 1,517 ７ 2,638 1,191 ０ 2,153 939 ０ 1,597 721 ０

０ ０ ０ ０ ０ - O ０ ０ ０ ０ ０ ０
3,232 523 ０ 2,366 387 ０ 2,147 321 ０ 1,306 205 ０

０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
3,314 1,480 ７ 2,548 1,163 ０ 1,799 833 ０ 1,416 666 ０

０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
3,302 1,473 ６ 2,537 １,１５８ ０ 1,788 827 ０ 1,408 661 ０

０ ０ ０ ０ ０ 0 ０ ０ ０ ０ ０ ０
1２ ７ ０ 11 ５ ０ 11 ５ ０ ８ ５ ０

3,309 1,477 ７ 2,532 1,155 ０ 1,754 812 0 1,394 657 ０
3,297 1,471 ６ 2,521 1,１５１ ０ 1,743 807 ０ 1,386 652 ０

1２ ７ ０ 1１ ５ ０ l１ ５ ０ ８ ５ ０
０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 0 ０ ０ ０ ０
５ ２ ０ １６ ７ ０ 4５ 2１ ０ 2２ ９ ０
０ ０ ０ ０ ０ ､０ ０ ０ ０ ０ ０ 0
５ ２ ０ 1６ ７ ０ 4５ 2１ ０ 2２ ９ ０
0 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

3,340 560 １ 2,456 415 ０ ２,５０１ 427 ０ 1,488 259 ０
120 4４ ０ 102 3３ ０ 365 １１２ ０ 189 5９ ０

3,220 ５１６ ０ 2,355 383 ０ 2,136 316 ０ 1,298 １９９ ０
０ ０ ０ ０ ０ 0 ０ ０ ０ ０ ０ 0
０ ０ ０ ０ ０ 0 ０ ０ ０ 0 ０ ０
０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

123 ２１ ０ 1０ ２ ０ ０ ０ ０ ２ ０ ０
３ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

１２０ ２１ ０ １0 ２ ０ ０ ０ ０ ２ ０ ０
3,218 539 ０ 2,446 414 0 2,501 ４２７ ０ 1,486 258 ０
１１７ 4３ ０ １0１ 3３ ０ 365 １１２ ０ 189 5９ ０

3,１００ 495 ０ 2,345 381 ０ 2,136 316 ０ 1,296 199 ０
一 ー ■■■ ﾛ ■ ■ ー ー
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単位面積 : h a材積 :立木は千㎡成長通 :千㎡

- ５ ４ -

1 ９ 齢 級 2 ０ 齢 級 2 １ 齢 級 以 上
面 積 材 積 成長鐙 面 積 材 積 成長盆 面 積 材 積 成長量

０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

1,779 743 ０ 1,161 510 ０ 2,563 1,058 ０

０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

1,779 743 ０ 1,161 510 ０ 2,563 1,058 ０

０， ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

1,423 691 ０ ・９８６ 483 ０ 1,718 881 ０
０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

356 5２ ０ 175 2７ ０ 846 177 ０
０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

1,335 661 ０ 950 463 ０ 1,556 766 ０

０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

1勘333 660 ０ ９４４ 463 ０ 1,542 751 ０

０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

２ １ ０ ５ １ ０ 1４ １５ ０

1,335 661 ０ 945 461 ０ 1,530 753 ０

1,333 660 ０ 940 460 ０ 1,516 738 ０

２ １ ０ ５ １ ０ 1４ 1５ ０

０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
０ ０ ０ ４ ２ ０ 2６ 1３ ０
０ ０ ０ ０ 0 ０ ０ ０ ０

０ ０ ０ ４ ２ ０ 2６ 1３ ０
０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
０ ０ 0 ０ ０ ０ ０ ０ ０

４４４ 8２ 0 ２1２ 4７ ０ 1,008 292 ０
9０ ３１ ０ 41 20 ０ 176 130 ０
３５４ ５1 ０ 170 2６ ０ 832 162 ０

０ 0 0 ０ ０ ０ ０ ０ ０
０ ０ ０ 0 ０ ０ ０ 0 ０
０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０

６ １ ０ ３ １ ０ ２ ０ ０
０ ０ ０ ０ 0 ０ １ ０ ０

６ １ ０ ３ １ ０ I ０ ０

438 8２ ０ 209 4６ ０ 1,006 292 ０
90 ３１ ０ 41 2０ ０ １７５ 130 ０
348 5０ ０ 168 2６ ０ 830 １６２ ０

ｑ ■ ■ ■■■ ー ー

ｑ ■ ■ ー ー ー 一



(2)制限林普通林別森林資源表

(注）小数点以下を四捨五入したため、各計と内訳が一致しないことがある。

］
｜

- ５ ５ -

区 分 総 数

総 数

面 積

材 積

成長盆

198,852

57,571

574

196,931

57,571

574

128,421

４７,１８４

531

68,510

1０,３８６

4３

125,971

46,248

528

125,513

46,078

526

428

１７0

２

125.689

46,168

528

1250260

45,998

525

428

１７０

２

283

8０

1

283

8０

１

０

０

０

制限林

面 積

材 梱

成長澱

74,424

21,087

228

73,523

2１，０８７

228

47,512

1７0２１７

211

２６,０１１

3,870

1８

４６，３５９

16,824

２１０

４６，１７４

1６，７５１

209

185

7４

１

46,145

１６,７６５

２1０

45,960

16,691

209

１８５

7４

１

21５

5９

０

214

5９

０

０

０

０

普通林

面 菰

材 祇

成長敵

124,428

36,484

346

123,408

36,484

346

80,909

29,967

320

42,499

6,516

2５

79,612

29,424

３１８

79,369

２９，３２８

３１７

243

9６

1

79,544

29,403

318

79,301

2９０３０７

317

243

9６

１

6８

2１

０

6８

2１

０

０

０

０



｜

単 位 面 積 : h a 材 積 ： 千 ㎡ 成 長 f t : 千 ㎡

立 木 地

- ５ ６ -

竹林

無立木地

総数 伐採
跡地

立
地

末
木

70,959 2,878 68,081 ０ ０ ０ 1,264 2８ 1,236 69,695 2,850 66,846 175 1,747 1,015 731

1１,３２３ 1,１０６ 10,217 ０ ０ ０ 203 ７ 196 1１,１２０ 1,099 10,021 ー ー 一

4６ ５ 4１ ０ ０ ０ １ ０ １ 4５ ５ 4０

27,164 1,338 25,825 ０ ０ ０ 508 10 ４９８ 26,656 １,３２８ 25,328 1３ 889 4９１ 397

４，２６３ 466 3,796 ０ ０ ０ 8４ ３ 8１ 4,178 463 3,715 ー ー 。■■ 一

1９ ２ 1７ ０ ０ ０ １ ０ １ 1８ ２ 1６

43,796 1,540 42,256 ０ ０ ０ 756 １８ 738 43,039 1,522 ４１，５１８ 162 858 524 334

7,060 640 6,420 ０ ０ ０ １１８ ３ 115 6,942 636 6,306 ー

2７ ３ 2４ ０ ０ ０ １ ０ １ 2７ ３ 2３ ー ー ー ー



(3 )市町村別森林資源表

立 木 地

(注）小数点以下を四捨五入したため、各計と内訳が一致しないことがある。

- ５ ７ -

区 分 総数

総数
面積

材積

198,852

5７0５７１

196.931

57,571

128,421

47,185

68.５１０

1０,３８６

125,972

４６．２４８

125,543

46,078

429

１７０

125,"９

４６，１６８

125.260

45,998

428

170

283

8０

283

8０

０

０

田辺市
面積

材積

83,545

25.050

82,693

25.050

57,547

21.447

25,145

3 , “２

５６，２２６

２０,９５４

56,002

2０,８５１

224

１０３

55,994

20,890

55,770

20,787

224

1０３

232

6３

２３２

6３

新宮市
面積

材積

21,365

6．１６９

２１,０８８

６,１６９

14.450

5.】７５

6.638

993

1４,２１５

５，０２０

１４，１８９

5,008

2６

１１

14,165

5期“３

1４,１３９

4.蝿２

2６

１１

5０

1６

5０

1６

白浜町
面積

材積

１６，０”

4,662

1６,０５１

4,662

9,672

3.710

6,379

952

９,２１１

３，５６８

9,１７３

3.552

3８

1６

9,210

3,568

9０１７１

3,552

3８

1６

２

０

１

０

０

０

上富田町
面積

材積

3.“７

１.０９８

3.647

1,098

2,７９１

968

856

130

2.708

９５１

2,658

9,13

5０

８

2.708

９５１

2,658

943

5０

８

すさみ町
面積

材積

1５，０５６

4,896

1５,０５６

４，８９６

１０,５１０

4,190

4.545

706

10,434

4,１７９

1０,３９４

4,１７１

4０

８

1０,４３４

4'１７９

10,394

4,１７１

4０

８

那智勝浦町
面禎

材積

1６．０３６

４,14８

15,826

４,１４８

8,937

3.076

6.889

1,072

8 , 8 ”

3,057

８，８９‘１

3,054

５

２

8.898

3,057

8,893

3.054

ＦＤ

２

Ｉ

０

１

０

太地町
面積

材祇

333

8３

327

８３

132

5５

1９５

2８

125

５３

1２５

5３

125

5３

125

5３

古座川町
面積

材積

27.321

7 . 6 ”

２７．０２２

７．６００

１６,３８９

5,717

1０．６３３

１,８８３

1６，２３８

50648

１６,２０３

５．６３３

3５

1６

１６,２３８

5.648

1６，２０３

５．６３３

3５

1６

北山村
面積

材積

4,092

１,１９０

３．９９２

１,１９０

２，８”

1,022

1,093

1６８

2,872

1,008

2,８７１

1,008

Ｉ

１

2,872

1,CO８

２，８７１

1,008

Ｉ

１

串本町
面積

材積

1１,３５８

2,675

１１,２３０

2.675

5,0脚

1.823

6,137

852

5,045

1,810

５，０３６

1,806

1０

４

5,“５

1,８10

５，０３６

1,806

1０

４



単 位 面 積 : h a 材 積 ： 立 木 は 千 ㎡

- ５ ８ -

竹林

無立木地

総数 伐採
跡地

立
地

末
木

70,959 2,878 68,081 １,２６４ ２８ 1.236 69,695 2,850 ６６，８４６ １７５ 1,746 １,０１５ 731

１１,３２３ １,１０６ 1０,２１７ ２０３ ７ 1９６ １１．１２０ 1,099 1０,０２１

26,467 1.546 243９２1 523 1８ 504 25,944 1,527 ２４,４１７ 9７ 755 2胡 486

4,096 597 ３，４” 8５ ６ 7９ 4,011 590 ３,４２０

６,８７４ 2６１ ６,６１２ ２ ２ 6,872 261 ６,６１１ 1５ 262 136 １２６

1,１４９ １６７ ９８２ ０ ０ １，１４９ 1６７ 982

６,８４０ 499 ６，３４０ 303 303 6,536 4９９ ６，０３７ 1８ 3０ 1９ １２

１,０９４ １５８ ９３６ 5４ ５４ 1,０４０ 158 882

939 1３３ ８０６ 939 １３３ 806

１４７ 2５ １２１ 1４７ 2５ 1２１

4,621 １１６ ４，５０５ ３７２ 1０ 362 ４，２５０ １０６ ４，１４４

717 1９ ６９８ 5３ ０ ５３ 6 “ 1９ 645

6.928 4３ ６，８８５ ０ ０ 6,928 4３ ６．８８４ 2４ １８６ 164 2２

1,091 ２１ 1,070 ０ ０ 1,091 2１ 1,070

202 ７ 1９５ 202 ７ １９５ ３ ３ Ｉ ２

3１ ２ 2８ 3１ ２ 2８

10,785 186 10,598 ３ ３ 1０,７８１ 186 10,595 １ 299 228 7１

1,951 ８４ １,８６７ ０ ０ 1,951 8４ １,８６６

1，１２０ 2８ １,０９２ ４ ４ 1,１１６ 2８ 1,088 1脚 9９ ２

１８２ １５ 167 1 １ 1８１ １５ 1６７

6,185 5８ ６,１２７ 5７ Ｆ 守
りＩ 6，１２８ 5８ 6,070 １７ １１１ 1 ” 1１

865 １７ 848 ９ ９ 856 1７ 839



(4)所有形態別森林資源表

’

小数点以下を四捨五入したため、各計と内訳が一致しないことがある。(注）

- ５ ９ -

区 分 総 数

総数
面積

材積

198,853

57,571

196,931

57,571

128,421

47,184

68,510

10,387

125,972

46,248

１２５,５４３

46,078

429

170

125,689

46,168

125,260

459998

428

170

283

8０

283

8０

０

０

県有林
面積

材種

679

177

６７２

177

295

112

377

6４

280

1０７

280

1０７

０

０

280

107

２８０

107

０

０

０

０

０

０

０

０

市町村
有 林

面積

材積

6,358

1,608

6,285

1,608

3,615

1,221

２，６７０

387

3,510

1，１７４

３，４９１

1，１６９

1９

５

3,510

1,１７４

3,491

1，１６９

1９

５

０

０

０

０

０

０

財産区
有 林

面積

材積

674

132

６７２

132

204

６７

４６８

6５

201

6６

198

6５

３

１

2０１

６６

198

6５

３

１

０

０

０

０

０

０

私有林
面積

材積

1９１，１６４

55,664

189,325

55,664

124,331

45,784

64,994

９，８８０

121,981

44,901

121,574

44,737

407

164

121,698

44,820

121,292

44,656

406

164

283

8０

283

8０

０

０



｜

単 位 面 祇 : h a 材 積 ： 立 木 は 千 ㎡

- ６ ０ -

竹林

無立木地

総数
伐
採
跡
地

未
立
木
地

70,959 2,878 68,081 ０ ０ ０ 1,264 2８ 1,236 69,695 2,850 ６６，８４６ 1７５ １,７４７ 1,015 731

１１,３２３ 1，１０６ 10,217 ０ ０ ０ 203 ７ 196 1１，１２０ 1,099 1０，０２１

392 1６ 376 ０ ０ ０ 1３ ０ １３ 371 ７ 364 ０ ７ ０ ７

6９ ５ 6４ ０ ０ ０ ２ 0 ２ 5７ ５ 5２ １■■ 一 -

2,775 １２４ 2,652 ０ ０ ０ 174 ０ 174 2,602 124 2,478 １ 7２ 2２ 5０

434 5２ 382 ０ ０ ０ ３０ ０ 30 404 5２ ３５３

472 ６ 465 ０ ０ ０ １ ０ １ 470 ６ 464 ０ ２ ０ ２

6６ ２ 6４ ０ ０ ０ ０ ０ 0 6６ ２ 6４

６７，３４４ ２，７５６ 64,588 ０ ０ ０ 1,076 2８ １,０４８ ６６，２５３ 2,713 63,540 174 1,665 993 672

10,763 1,048 9,716 ０ ０ ０ １７１ ７ 164 10,592 1,041 9,552 ー ー 一



(5)制限林の種類別面積

！

’ - ６ １ -

区 分

保 安 林
水
源
か
ん
養
保
安
林

土
砂
流
出
防
伽
保
安
林

土
砂
崩
壊
防
備
保
安
林

そ
の
他
の
保
安
林

計

保
安
林
施
設
地
区

砂
防
指
定
地

総 数 53,986 １４,８１３ 357 585 69,741 １,７３８ 7８ 6０ ８９４ 651 1,683 1０１ 1７５ 424

市

町

別

内

訳

田辺市

新宮市

白浜町

上富田町

すさみ町

那智勝浦町

太地町

古座川町

北山村

串本町

34,541

４，１４９

2,777

３９

1,643

2,139

6,473

1,839

386

4,578

3,453

1,072

100

1,237

838

７

2,136

149

1,243

２０２

2６

1３

２０

2０

1６

一

4３

一

1７

3８

6６

184

2４

7８

1２

5３

130

39,359

7,694

４,０４６

１５９

２，９２４

３,０７１

1９

８,７０５

1,988

１,７７６

ー

ー

1,025

4８

180

1４７

102

1２１

ー

4５

1２

5８

3８

ー

4０

一

１１

ー

７

７

１

3４

９１

7２

276

7７

1８

360

１１

189

ー

4０１

１

１

4８

ｰ

ー

一

ー

102

310

ー

一

724

8５

2０

442

１０１

ー

一

１７５

一

ー

一

一

424

ー

一

ー



- ６ ２ -

保
全
地
域

自
然
環
境
保
全
法
に
よ
る
原
生
自
然
環
境

地
域
の
特
別
地
域

自
然
環
境
保
全
法
に
よ
る
自
然
環
境
保
全

全
地
域
の
特
別
地
域

自
然
環
境
保
全
法
に
よ
る
県
自
然
環
境
保

鳥
獣
保
護
法
に
よ
る
特
別
保
護
地
区

都
市
緑
地
保
全
法
に
よ
る
緑
地
保
全
地
域

都
市
計
画
法
に
よ
る
風
致
地
区

林
業
種
苗
法
に
よ
る
特
別
母
樹
林

念
物
に
係
る
指
定
地
等

文
化
財
保
護
法
に
よ
る
史
跡
名
勝
天
然
記

そ

の

他

4,276 4,976 ９３３ 2,１０３ ６，７３７ ９，７７３ １６,４３２ 223 267 1２１ ２１８

4,276 ４，９７６ ３１９ 1,040 ２，８３０ ４，１８９ 9,267 216 203 3２

一 276 585 ８６１ 1,１７１ ３ １２２ ー

1９１ 375 1,610 29176 2,176 ー 1２１ 一 ７

ー ー 一 ー 一 一 一 １

■■■ ー 1０ 526 ５２６ 1,062 1,062 ４ ９

ー ■■■ 724 6４ 一 一 ー ３３ 一

ー ー 8５

ー 一 ー 132 9８ 1，１５９ 1,３８９ 1,389 1１ ー

ー ー 2０ -

ー ５ 6４ ２７ 一 ９６ 538 ー 一 一 ３



( 6 ) 樹 種別面積表

( 単 位 面 積 : h a )

( 7 )特定保安林の指定状況

( 単 位 面 積 : h a )

注指定時における状況である。

( 8 )荒廃地等の面積

( 単 位 面 積 : h a )

Ｊ

- ６ ３ -

ス ギ ヒノキ マ ツ
コウヤ

マ キ

その他

針葉樹
クヌギ コナラ カシ類

その他

広葉樹
合 計

総 数 5０，９７４ 7３，７９０ 4,１３６ 1０ 6８５ 9４ 9３ 4，００８ 6４，３６３ 1９８,１５３

人工林 5０，９４４ 7３，７２６ 2，１２４ 1０ ８ 8４ ３１ 1０ 3０６ 1２７．２４３

天然林 3０ 6４ 2,０１２ ０ 6７７ 1０ 6２ 3，９９８ 6４，０５７ 7０，９１０

市町村

特 定 保 安 林

番 号
面 積

総 数 人工林 天然林 その他

要 整 備 森 林

箇所数 面 積
備 考

田辺市 ３５９ 2９１ ６８ ０ ２

区 分 荒 廃 地 荒廃危険地

総 数 1３７ ６，０６１

市

町

村

別

内

訳

田辺市

新宮市

白浜町

上富田町

すさみ町

那智勝浦町

太地町

古座川町

北山村

串本町

1０４

４

1７

１

１

８

０

１

1

０

２，８４９

６０５

６３７

３２０

３８１

3９３

1６

4５１

8３

3２６



( 9 ) 森林の被害

( 単 位 面 祇 : h a )

過去３カ年の被害実面澗である。注

一 “ -

種 類 火 災 干 害 水 害 松くい虫 ノウサギ シ カ

年 度 2２ 2３ 2４ 2２ 2３ 2４ 2２ 2３ 2４ 2２ 2３ 2４ 2２ 2３ 2４ 2２ 2３ 2４

総 数 ２ 1８ ５ ５ ７

市

町

村

別

内

訳

田辺市

新宮市

白浜町

上富田町

すさみ町

那智勝浦町

太地町

古座川町

北山村

串本町 ２

1３

1

４

５ ５ ７



３林業の動向

( 1 )保有山林規模別林家数

(単位人数：人）

平成２４年度森林現況調査による。注

｣

- ６ ５ -

区 分 総 数 l h a " 1-5ha" 5-10ha" 10-50ha" 50haM上

総 数 ２３，９８０ １０,１５９ ８，４８９ ２，３４４ 2，３７７ 6１1

市

町

村

別

内

訳

田辺市

新宮市

白浜町

上富田町

すさみ町

那智勝浦町

太地町

古座川町

北山村

串本町

９，６７５

２,３０２

１,８２７

1，４５４

1，４４１

２，５７３

２７４

２，０３４

３５６

２,０４４

４，２９２

９１５

７５４

７７７

３９５

１,１０８

２０0

５９８

1１３

1，００７

３，３８２

８６５

６７５

５３１

5３０

９２５

６３

7６２

1１８

６３８

９０９

２３６

1７７

８６

1９４

２５３

６

２５７

51

1７５

８５４

２３１

1７０

5４

2６５

2３４

５

3２９

5５

1８０

2３８

5５

5１

６

5７

5３

０

8８

1９

4４



( 2 ) 森林施業計画の認定状況

( 単 位 面 積 : h a )

注１平成２５年３月３１日現在
２総数及び私有林の認定人数については、市町村間の重複が多く有意な数値とな
らないため市町村別の記載を省略する。

- ６ ６ -

区 分
総 数

人 数 面 積

公 有 林

人 数 面 積

私 有 林

人 数 面 積
備 考

総 数

市

町

村

別

内

訳

田辺市

新宮市

白浜町

上富田町

すさみ町

那智勝浦町

太地町

古座川町

北山村

串本町

7，２６５ 6２，７８５

5５，１１７

３,３０７

4，３６１

５７

-

ー

１

1

4■■■■

』■■■■

q ■■■■

ー

-

１,３８０

１,３８０

一

ー

一

７，２６４ ６１,４６２

５３，７３７

一

３，３０７

４，３６１

一

-

５７



( 3 )森林経営計画の認定状況

( 単 位 面 種 : h a )

注１平成２５年３月３１日現在
２総数及び私有林の認定人数については、市町村間の重複が多く有意な数値とな
らないため市町村別の記載を省略する。

Ｉ

- ６ ７ -

区 分
総 数

人 数 面 積

公 有 林

人 数 面 積

私 有 林

人 数 面 識
備 考

総 数

市

町

村

別

内

訳

田辺市

新宮市

白浜町

上富田町

すさみ町

那智勝浦町

太地町

古座川町

北山村

串本町

2３２ 8,８０６

4，３８７

1，０５３

1，４５２

７

5６９

3４６

-

８７１

9２

2９

２

１

１

一

■ ■ ■ ■

一

ー

3４

３１

３

一

q■■■■

一

2３０ 8，７７２

4，３５６

1，０５０

１,４５２

７

5６９

3４６

ー

８７１

９２

2９



( 4 ) 森林組合及び生産森林組合の現況

ア 構 成
(単位員数：人、金額：千円、面積 : h a )

注平成２３年度県業務資料による。

- ６ ８ -

市町村別 組 合 名
組合

員数

常勤役

職員数

出資金

総 額

組合員所有
(ヌ蝿合雛）
森林面積

備 考

森

林

組

合

総 数

田辺市

田辺市
上富田町
白浜町
白浜町

すさみ町

新宮市

古座川町
串本町

那智勝浦町
太地町
北山村

１０組合
龍神村森林組合
中辺路町森林組合
本宮町森林組合

西牟婁森林組合

大辺路森林組合

新宮市森林組合
熊野川町森林組合

南紀森林組合

那智勝浦町森林組合

北山村森林組合

7，００８
８１３
6４７

5２６

1，４６０

8３６

3３１
4６１

1，３０８

4４０

1８６

9７

3５
９

1０

1５

５

２

７

８

５

１

6４５，４２１

9７，２９２
9４，０４０

4４,６９０

2１０,７７０

6９，１００

8，４３１

1２，８０３

6３，４１８

3９，３５０

5，５２７

1５１，７８６

1９，６３７
1０，４４５
8，７０２

2８,１１１

2４，１７７

4，２２４
１１，２２８

3３，０８５

9，７２２

2，４５５

生

産

森

林

組

合

総 数

田辺市

上富田町
すさみ町

那智勝浦町

古座川町

１６組合
殿原生産森林組合
上野生産森林組合
五味生産森林組合
木守生産森林組合
田熊生産森林組合

太間川上字生産森林組合
小匠牛産森林組合

南大居鹿生産森林組合
二河生産森林組合
中ノ川生産森林組合
南平野生産森林組合
庄生産森林組合

井鹿生産森林組合
中里生産森林組合

池野山生産森林組合
中崎生産森林組合

8３７
10０
6２

1３

20
6０

1２
50

1６６
4２

２７
2０

3９
2４

7２

1０１

2９

５
０
０

０

０
０

０

０

０
０

０
０

５
０

０
０

０

1６８
4０

４
５

８
７

４
５
８

1８

８
５

３
１

９

５

3２

8８９
4８４
７１６

2００

4００
１１０

7５０

1００

5５０
0６０

１１０
9０0

9０0
3８0

6２０
0５０

5５９

１,８３０
40

40
6９

5４５
1４

3８
3９

9８
2４２
7５

4６
20

1２
3２
9８

４２２



( 5 )林業事業体等の現況

(単位：事業体数）

注１造林業、保育業、素材生産業者数は2010年農林業センサスによる。業者数はそ
れぞれ重複を含む。

２木材・木製品製造業の製材業、その他(チップ生産を記斌)については、木材・
製材・チップ業登録による(H25年７月末現在)。業者数はそれぞれ重複を含む。

３その他については、工業統計調査結果報告(平成22年12月31日現在)による家具
・装備品製造業（従業員４人以上の事業所）を記載した。

’

- ６ ９ -

区 分 造林業
保 育 業

下刈り 間伐

素 材

生産業

ﾎ湘譲
(鮒ホ
姉§）

ﾎ#･椴鍛雛

製材業 その他
そ蝿

総 数 ９ １0 ２５ ８９ ３ ６５ 3９ ２

市

町

村

別

内

訳

田辺市

新宮市

白浜町

上富田町

すさみ町

那智勝浦町

太地町

古座川町

北山町

串本町

４

３

ー

ー

一

１

１

一

５

２

ー

一

-

１

一

１

１

1３

８

一

１

ー

２

１

ー

７９

５

１

１

q■■■■

３

■ ■ ■ ■

２

１

一

-

ー

-

一

-

２３

1９

３

５

５

３

-

２

一

５

1３

1２

３

４

１

４

一

１

１

-

２

ー

一

一

一

ー

一

ー



( 6 ) 林業労働力の概況
林業就労者は、平成２２年国勢調査によると県内１，２９７人で平成２年の同調

査に比べて４４％、平成１２年に比べて７％の減少を示している。また、60歳以
上の就業者の年齢構成をみると、平成２年の３６％が、平成１２年には４８％と高
齢化が進んでいたが、平成２２年には２８％に減少するなど都会からのＩターン者
をはじめとする緑の雇用による新規就業が県下各地で進み、新たな担い手として期
待を集めている。

＜林業労働力の推移＞

(資料）国勢調査による。

( 7 )林業機械化の概況
一般林業機械の保有状況は下記のとおりで、これまでは、地形が急峻なことと、

それに起因する路網整備の不十分さから、架線の索張り技術が発達し、集材機等の
架線系林業機械が主体であった。しかし近年では、低コスト林業の推進により、高
性能林業機械の導入が進んでいる。

(単位：セット、台／県）＜林業機械の保有台数＞

- ７ ０ -

区分／年 平成２年 平成１２年 平成１７年 平成２２年

30才未満 ９７ 1０７ ８２ 1０４

３０～５９ １，３７３ ６１２ ５１０ ８３６

60歳以上 8４２ ６７４ ４２９ ３５７

計 ２,３１２ 1，３９３ 1,０２１ 1，２９７

機 械 種 名 摘 要 台 数

高

性

能

林

業

機

械

プロセッサ

ﾉ ､ - ベ ス タ

フォワーダ

タワー・ヤーダ
スイング・ヤーダ

フェラーパンチャ

スキッダ

枝払い・玉切りする自走式機械

伐倒・枝払い・玉切りする自走式機械

積載式集材専用車輻
元柱を具備した自走式集材機械

簡易索擾が可催で、旛回可陸なブームを装侭する典材樋械

立木を伐倒、集積する自走式機械

牽引式集材専用のトラクタ

2７

７

1４

２

2０

一

ー

そ
の
他
林
業
機
械
・
器
具

グラップル・ソー

索

道
索道重澱式

索道動力式
集
材
機

小型集材機

大型集材機

巻立・玉伐り自走式機械

動力１０ p s 未 満

動 力 １ 0 p s 以 上

４

1８

2５

9６

1６３



’

Ｉ

＜林業機械の保有台数＞ (単位：セット、台／県）

(注）林業機械保有状況調査による。（平成２４年３月３１日現在）Ｊ

( 8 )作業路網等整備の概況
林道の補助的な道路としての役割を果たす作業道は、林業労働負担の軽減や間伐

等の保育施業の積極的な推進などから、森林組合等が中心となり、各種補助事業を
活用し開設してきた。このことにより、本計画区では平成２４年度末で668km
が供用されている。近年の作業道は、保育施業用としてだけではなく、低コスト林
業を推進していくうえで、高性能林業機械の開発・導入と併せて、間伐材の搬出等
の素材生産コストを低減し、林業収益を向上させる基盤として、益々その重要性は
高まっている。

１

- ７ １ -
’

機 械 種 名 摘 要 台 数

そ

の

他

林

業

機

械

・

器

具

モ ノケ ーブル

モノレーノレ

小型運材車

ﾎｲｰﾙﾀｲﾌﾟトラクタ

ｸﾛ…ﾗﾀｲﾌ゚ トラクタ

育林用トラクタ
フォクリフト

フォークローダ

レ

ン

ク
一

運材機能なし

運材機能あり

グラ
ップ
ノレ

クレーン付

トラック

トラクタショベル

ショベル系掘削機械

チェーンソー

ﾁｪｰﾝｿｰ付きﾘﾓｺﾝ装置

刈払機

植穴堀機

動力枝打ち機

苗畑用トラクタ

樹木粉砕機

ジグザグ集材施設

懸垂式含む
動力２０ p s 未満

動力２０ p s 以上

林内で集材等の作業を行うﾎｲｰﾙﾀｲﾌﾟのﾄﾗｸﾀ

上記でｸﾛｰﾗﾀｲﾌﾟのトラクタ

主として地栫え等の育林作業用

ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ、ﾎｲｰﾙｸﾚｰﾝ等

クレーン付きタイプ

グラップルローダ作業車

グラップルローダ付きトラック

搬出、育林用等に係わる土工用
搬出、育林用等に係わる土工用

リモコンチェーン・ソー架台

携帯式刈払機

自動木登り式

背負い式等で上記以外

伐倒木、伐根、枝条等を粉砕する機械

８

８０

1９

1３

１

１

』■■■■

1０４

４

1５

５０

４0

1１

７

３４

３，９８４

５

６，４６９

５

３４

1８

４

２



４前期計画の実行状況

( 1 ) 間伐立木材積その他の伐採立木材積

(単位材積：千m3、実行歩合 :% )

注１計画欄には、前計画の前半５ヶ年分に対応する計画趾を記載。
２実行欄には、前計画の前半５ケの実行量を記載。ただし、本計画の樹立年度の
実況壁については見込逓である。

( 2 ) 間 伐 面 積

(単位材積 : h a 、実行歩合 : % )

注（１）の注に同じ

( 3 ) 人工造林・天然更新別面澗

(単位面積 : h a 、実行歩合 : % )

注 ( 1 ) の 注 に 同 じ

- ７ ２ -

区 分

伐 採 立 木 材 積

計 画 実 行 実行歩合

主伐 間伐 総数 主伐 間伐 総数 主伐 間伐 総数

総数 7６５ 1,５００ 2，２６５ 5３０ １,００７ 1，５３７ ６９ ６７ ６８

針葉樹 7２０ 1,５００ 2,２００ 5０８ １,００７ 1,５１５ ７1 ６７ ６８

広葉樹 4５ ０ 4５ 2３ 0 2３ 5０ ０ ５０

計 画 実 行 実行歩合

2５,０００ 1９，２３７ 7７

総 数 人 工 造 林 天 然 更 新

計 画 実 行 実行歩合 計 画 実 行 実行歩合 計 画 実 行 実行歩合

３，２９５ 1,０６２ 3２ 2，６３０ 7８４ 30 6６５ 2７８ 4２



( 4 ) 林道の開設又は拡張の数量

( 単 位面槻 : k m 、実行歩合 ; % )

｜
｣

注 ( 1 ) の 注 に 同 じ

(5 )保安施設の整備及び治山事業に関する計画
ア保安林の種類別の面積

( 単位面積 : h a 、実行歩合 : % )

注 ( 1 ) の 注 に 同 じ

イ保安施設地区の面穂
（単位面禰 : h a、実行歩合 :% )

注 ( 1 ) の 注 に 同 じ

１

｜

- ７ ３ -

区 分
開 設 延 長

計 画 実 行 実行歩合

拡 張 箇 所

計 画 実 行 実行歩合

基幹路網

うち林業専用道

3０

４

1７

１

5７

2５

５１

０

3５

０

6９

０

種 類
指 定

計 画 実 行 実行歩合

解 除

計 画 実 行 実行歩合

水源かん養保安林 2,０００ 2，４６２ 1２３ ９ １ l l

土砂流出防備保安林 1，１２５ 1，１６７ 1０４ ３ ７ 2３３

土砂崩壊防備保安林 ８ ５ 6３ 1 ３ 3００

その他保安林 ０ ０ ０ １ ４ 4００

面 積

計 画 実 行 実行歩合

０ ０ ０



ウ 治 山 事 業 の 数 最
(単位実行歩合：％）

注 ( 1 ) の注に同じ

(6)要整備森林の森林施業の区分別面積

( 単位面積 : h a 、実行歩合 : % )

注 ( 1 ) の注に同じ

- ７ ４ -

区 分
治山事業施行地区数

計 画 実 行 実行歩合

総 数 ７１ 1２９ 1８２

市

町

村

別

内

訳

田辺市

新宮市

白浜町

上富田町

すさみ町

那智勝浦町

太 地 町

古座川町

北山村

串本町

３５

10

４

１

３

３

０

１0

２

３

７５

1４

５

４

２

1１

０

10

３

５

２１４

１４０

1２５

４００

６７

３６７

０

1０0

1５0

1６７

施業区分 計 画 実 行 実行歩合

造林

総 数

人工造林

天然更新

０

０

０

０

０

０

０

０

０

保 育 ０ ０ 0

伐採

総 数

主 伐

間 伐

４０

０

４0

２１

０

２１

５３

０

５３

その他 ０ ０ 0



５林地の異動状況（森林計画の対象森林）

(1 )森林より森林以外への異動

( 単 位 面 穂 : h a )

注農用地は、田、畑、樹園地

(2)森林以外より森林への異動

( 単 位 面 積 : h a )

(1 )の注に同じ注

１
’

-７５．-

’

農用地
ゴルフ場等
レ ジャ ー
施設用地

住宅、別荘、工
場等建物敷地
及びその付帯地

採石採土地 その他 合 計

１，０２７ ６ ３１３ １ ５２３ 1,８７０

原 野 農 用 地 そ の 他 合 計

０ 1，２２９ ３６９ 1，５９８



６森林資源の推移

(1)分期別伐採立木材種等
(単位面積:ha、材積：千m3、延長：千km)

- ７ ６ -

分 期 Ｉ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ｖ Ⅵ Ⅷ Ⅷ

伐

採

立

木

材

積

総

数

主

伐

間

伐

総 数

針葉樹

広葉樹

総 数

針葉樹

広葉樹

総 数

針葉樹

広葉樹

1，９９６

1，９７１

２５

７７１

７４６

２５

1,２２５

1,２２５

一

２,９３０

２，９０５

２５

1，０５５

1,０３０

２５

１,８７５

1，８７５

■■■■■

３，９８４

３，９５９

２５

1，４５９

1，４３４

２５

２，５２５

２，５２５

ー

３，９８４

３，９５９

2５

１,４５９

1，４３４

２５

２，５２５

２，５２５

q■■■■

3，９８４

3，９５９

2５

1，４５９

1，４３４

２５

２，５２５

２，５２５

一

3，９８４

3，９５９

2５

1，４５９

1，４３４

２５

2，５２５

2，５２５

1■■■■

3，９８４

3，９５９

2５

1，４５９

1，４３４

2５

2，５２５

2，５２５

ー

3，９８４

3，９５９

2５

１,４５９

1，４３４

2５

2，５２５

2，５２５

ー

造
林
面
積

総 数

人工造林

天然更新

２，６９３

２，０４６

６４７

３，３８０

２，６６８

７１２

４，６７２

３,８０８

８６４

４，６７２

３，８０８

８６４

４，６７２

３，８０８

８６４

4，６７２

3，８０８

８６４

4，６７２

3，８０８

8６４

4，６７２

3，８０８

8６４

林道開設延長 ３１ ３１４ 一 一 ー １■■■■ 一



(2)分期別期首資源表

｜

1,265
-

69.694

- ７ ７ -



U ■ ■ ■ 一 ○ - ー - - ー q ■ ロ ■

２０４

２０７
Ｇ - - - １ ■ ｡ ● ● ｡ ｡ ← - -

１１．６６２

- ７ ８ -
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鰯蹄Ｅ亨書
本文は古”(ルプ弱合率7鱒６
再生紙を便剛しています。


